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(57)【要約】
【課題】商取引におけるユーザの利便性などを向上させ
ることができるなどを提供する。
【解決手段】本開示による情報処理プログラムは、例え
ば、情報処理装置に、特定情報を動的に表示するステッ
プと、前記特定情報に対応付けられた決済情報を取得す
るステップと、前記特定情報と、当該特定情報に対応付
けられた決済情報とをともに表示するステップと、を実
行させる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　明細書に記載された発明。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理プログラム、情報処理方法、および情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　クレジットカードやデビットカードなどのカード決済よりも手軽な決済方法として、ユ
ーザ個人が所有する携帯電話やスマートフォンなどの端末を用いたいわゆるモバイル決済
（モバイルペイメント）が知られている。かかるモバイル決済によれば、ユーザがクレジ
ットカードなどを携行していなくても、実店舗において商品やサービスを購入するなどの
商取引が可能となる。また、モバイル決済方式のなかでも、新たな決済スキームであるＱ
Ｒコード（登録商標；以下その旨の表示を省略する。）を用いたＱＲ決済（ＱＲコード決
済ともいう。以下、まとめて「ＱＲ決済」という。）に代表される識別コード決済が近時
特に注目されており、その普及活動が活発化している（例えば非特許文献１）。
【０００３】
　また、ＱＲ決済などの識別コード決済の具体的な方式としては、ユーザに紐づいた識別
コードをユーザの端末などに表示し、店舗側の端末や読取装置で読み取るＣＰＭ（Consum
er Presented Mode；後述する「店舗読取型ＱＲ決済」に相当）と、店舗に紐づいた識別
コードを店舗側の端末などに表示し、ユーザの端末で読み取るＭＰＭ（Merchant Present
ed Mode；後述する「ユーザ読取型ＱＲ決済」に相当）の２種類の方式が知られている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｆｅｅｄｍａｔｉｃ　Ｂｌｏｇ，“ＱＲコード決済の最新動向総まとめ
２０１８～仕組みやメリットからサービス一覧まで”［平成３０年１１月１２日検索］、
インターネット＜ＵＲＬ：https://blog.feedmatic.net/entry/2018/07/19/155453＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
（課題０）
　本開示は、一側面では、商取引におけるユーザの利便性などを向上させることができる
情報処理プログラム、情報処理方法、および情報処理装置を提供することを目的とする。
【０００６】
（課題１）
　また、例えば、ＭＰＭ方式を用いた識別コード決済システムでは、商取引の決済（料金
の精算）時に店舗側のキャッシュレジスタまたはその付近に、複数の決済事業者に各々に
対応した複数の識別コードが設置されることが予想される。しかし、そのような状況にお
いて、ユーザが所望の識別コードを読み取ろうとすると、意図せずに他の識別コードを含
む複数の識別コードを読み込んでしまう場合があり得る。その結果、ユーザが希望する識
別コードが選択されなかったり、ユーザが希望しない識別コードを用いて決済を行ってし
まったりといったおそれがある。
【０００７】
　そこで、本開示は、一側面では、かかる事情に鑑みてなされたものであり、商取引の決
済用に複数の識別コードが用意されている場合でも、ユーザが所望の識別コードを選択し
て決済を行うことが可能な情報処理プログラム、情報処理方法、および情報処理装置を提
供することを目的とする。
【０００８】
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（課題２）
　また、商取引の形態として、ユーザが購入主体となって、例えばウェブ上のショッピン
グモールなどの購入用の電子商取引プラットフォームを有する商取引サービスで、所望の
商品などを購入するケースや、ユーザが販売主体となって、例えばオークションサービス
やフリーマッケットサービスなどの販売用の電子商取引プラットフォームを有する商取引
サービスに商品などを出品して販売するケースがある。これらの場合、ユーザは、種々の
商取引サービスにおける該当商品の販売価格や落札価格を調査し、より有利な実績値を有
する商取引サービスを選択することが一般的である。しかし、ユーザによる調査が不十分
な場合、有利な商取引サービスでの購入や販売を行うことができないおそれがあり、その
結果、ユーザにとって有益な商取引の機会を逃してしまうおそれがある。また、そのよう
な調査や選定作業は、ユーザにとって煩雑で面倒であり、ユーザが商取引をためらうこと
も想定される。
【０００９】
　そこで、本開示は、一側面では、かかる事情に鑑みてなされたものであり、ユーザにと
って有益な商取引の機会を確保しつつ、商取引におけるユーザの手間を軽減してユーザの
利便性を向上させることが可能な情報処理プログラム、情報処理方法、および情報処理装
置を提供することを目的とする。
【００１０】
（課題３）
　また、例えば、店舗での商品などの会計時に、顧客に対して、紙媒体などを用いたくじ
引きやクーポンなどの特典を付与するキャンペーンが実施されることがあるが、くじを引
いたりクーポンを受け取ったりする作業を面倒に感じるユーザも存在する。しかも、ＱＲ
決済時にそのような作業が発生すると、手軽さや迅速性に優れるＱＲ決済の利便性が損な
われてしまうおそれがある。
【００１１】
　そこで、本開示は、一側面では、かかる事情に鑑みてなされたものであり、ＱＲ決済の
利便性を損なうことなく、ユーザに対して特典を付与することができ、これにより、ＱＲ
決済の付加価値を高めることができる情報処理プログラム、情報処理方法、および情報処
理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
（手段１）
　本開示の一実施形態に係る情報処理プログラムは、情報処理装置に、特定情報を動的に
表示するステップと、前記特定情報に対応付けられた決済情報を取得するステップと、前
記特定情報と、当該特定情報に対応付けられた決済情報とをともに表示するステップと、
を実行させる。
【００１３】
（手段２）
　本開示の一実施形態に係る情報処理プログラムは、情報処理装置に、特定情報を取得す
るステップと、前記特定情報を動的に表示するステップと、前記特定情報に対応付けられ
た商品情報を、１以上の商取引サービスから取得するステップと、少なくとも１つの前記
特定情報と、当該情報に対応付けられた商品情報とをともに表示するステップと、を実行
させる。
【００１４】
（手段３）
　本開示の一実施形態に係る情報処理プログラムは、情報処理装置に、店舗に対応付けら
れた特定情報を取得するステップと、前記特定情報に対応付けられた付加情報を、仮想的
に拡張された視覚情報として表示するステップと、を実行させる。
【００１５】
　なお、本開示における「店舗」とは、法人または個人が運営する現実店舗および仮想店
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舗を含む。また、「商取引」とは、「店舗」における有形もしくは無形の商品またはサー
ビス（役務）の購入、貸与、および使用を含み、商取引を行ったユーザによるその商取引
の対価の額の支払いが生ずる行為を含む。また、その「商品またはサービス」には、限定
でなく例として、現物販売サービス、電子取引サービス、コンテンツ販売サービス、サブ
スクリプション型サービス、金融サービスなどによって販売（有償譲渡）または提供され
る商品やサービスが含まれる。さらに、「識別コード」には、限定でなく例として、バー
コードなどの一次元コードや、ＱＲコードなどの二次元コードが含まれる。また、本開示
における「くじ」とは、抽選の当選対象（当選商品など）とその割当対象との対応関係（
どの当選対象がどの割当対象に割り当てられているか）の情報をユーザに付与しない状態
で、ユーザに割当対象を選択させることを示し、当選対象とその割当対象との対応関係は
、くじ引き（割当対象の選択）の前後のいずれに設定されてもよい。また、本開示におけ
る「クーポン」とは、ユーザが一定条件または無条件で利用することができる割引券、優
待券、無料券などを示し、それらの券を複数含んでもよいし、単数でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、実施形態の一態様に係る通信システムの構成を示す。
【図２】図２は、本開示に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す。
【図３】図３は、第１実施形態に係る決済システムの構成の概要を模式的に示す概略図で
ある。
【図４】図４は、第１実施形態に係る決済システムを構成する情報処理装置の機能的な構
成を示すブロック図の一例を示す。
【図５】図５は、第１実施形態に係る決済システムを構成する情報処理装置の機能的な構
成を示すブロック図の一例を示す。
【図６】図６は、第１実施形態に係るサーバと端末との処理のシーケンス図の一例を示す
。
【図７】図７（Ａ）～（Ｄ）は、第１実施形態に係る処理を行っている状態を模式的に示
す概念図である。
【図８】図８は、第１実施形態の第１実施例に係るサーバと端末との処理のシーケンス図
の一例を示す。
【図９】図９は、第１実施形態の第２実施例に係るサーバと端末との処理のシーケンス図
の一例を示す。
【図１０】図１０は、第２実施形態に係る商取引システムの構成の概要を模式的に示す概
略図である。
【図１１】図１１は、第２実施形態に係る商取引システムを構成する情報処理装置の機能
的な構成を示すブロック図の一例を示す。
【図１２】図１２は、第２実施形態に係る決済システムを構成する情報処理装置の機能的
な構成を示すブロック図の一例を示す。
【図１３】図１３は、第２実施形態に係るサーバと端末との処理のシーケンス図の一例を
示す。
【図１４】図１４（Ａ）～（Ｄ）は、第２実施形態に係る処理を行っている状態を模式的
に示す概念図である。
【図１５】図１５は、第２実施形態の第１実施例に係るサーバと端末との処理のシーケン
ス図の一例を示す。
【図１６】図１６は、第２実施形態の第２実施例に係るサーバと端末との処理のシーケン
ス図の一例を示す。
【図１７】図１７は、第３実施形態に係るサーバと端末との処理のシーケンス図の一例を
示す。
【図１８】図１８は、第３実施形態の第１実施例に係るサーバと端末との処理のシーケン
ス図の一例を示す。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
＜法令遵守＞
　本明細書に記載の開示は、実施される場合、本開示を実施する各国の法令を遵守のうえ
で実施される。また、本明細書に記載の開示は、各国の法令を遵守するために必要な、当
業者が成し得る全ての変更、置換、変形、改変、および修正をもって実施される。
【００１８】
　本開示に係る情報処理プログラム、情報処理方法、および情報処理装置を実施するため
の形態について、図面を参照して説明する。
【００１９】
＜システム構成＞
　図１は、本開示の一実施形態に係る情報処理方法を有効に実施するための通信システム
１の構成を示す。図１に開示されるように、通信システム１では、ネットワーク１３０を
介してサーバ１１０Ａ，サーバ１１０Ｂと、端末１２０Ａ，端末１２０Ｂ，端末１２０Ｃ
と、サーバ１１０Ａ，サーバ１１０Ｂとは異なるサーバ、例えば他の事業者（他の決済サ
ービスを提供する事業者、他の商取引プラットフォームを提供する事業者、金融機関、ク
レジットカード会社など）や他の事業部門によって運営される外部システム用の外部サー
バ１４０が接続される。なお、外部サーバ１４０は接続されなくてもよい。
【００２０】
　本開示において、サーバ１１０Ａと、サーバ１１０Ｂとをそれぞれ区別する必要がない
場合は、サーバ１１０Ａとサーバ１１０Ｂとは、それぞれサーバ１１０と表現されてもよ
い。
【００２１】
　本開示において、端末１２０Ａと、端末１２０Ｂと、端末１２０Ｃとをそれぞれ区別す
る必要がない場合は、端末１２０Ａと端末１２０Ｂと端末１２０Ｃとは、それぞれ端末１
２０と表現されてもよい。
【００２２】
　本開示において、サーバ１１０と、端末１２０とをそれぞれ区別する必要がない場合は
、サーバ１１０と端末１２０とは、それぞれ情報処理装置２００と表現されてもよい。な
お、ネットワーク１３０に接続される情報処理装置２００の数、および、外部サーバ１４
０の数は限定されない。
【００２３】
　サーバ１１０は、ネットワーク１３０を介してユーザが利用する端末１２０に、所定の
サービスを提供する。所定のサービスは、限定でなく例として、決済サービス、金融サー
ビス、商取引サービス、インスタントメッセンジャーを代表とするＳＮＳ（Social Netwo
rking Service）、楽曲・動画・書籍などのコンテンツ提供サービスなどを含む。ユーザ
が端末１２０を介して所定のサービスを利用することで、サーバ１１０は１以上の端末１
２０に所定のサービスを提供することができる。
【００２４】
　本開示において、決済サービス（決済手段）とは１以上のユーザが金銭または金銭相当
物の授受ができるサービスを意味する。限定でなく例として、一次元コード（バーコード
など）、二次元コード（ＱＲコード（登録商標）など）（以下で、一次元コードおよび二
次元コードをまとめて「二次元コードなど」または「識別コード」と総称する。）、近距
離無線通信（ＮＦＣ (Near Field Communication)、ＢＬＥ（Bluetooth（登録商標） Low
 Energy）、Wi-Fi（登録商標）、超音波通信、赤外線通信など）を利用して決済を行うサ
ービスを含む。また、代金の支払いを行うユーザ（支払者）の端末１２０が二次元コード
などを読み取ることで決済を行うことを「ユーザ読取型コード決済」または「ＭＰＭ（Me
rchant Presented Mode）」と表現し、支払いを行うユーザの端末１２０が二次元コード
などを表示し、表示された二次元コードなどを、代金を請求する店舗側などのユーザ（販
売者、請求者）の端末１２０が読み取ることで決済を行うことを「店舗読取型コード決済
」または「ＣＰＭ（Consumer Presented Mode）」と表現する。なお、ＭＰＭおよびＣＰ
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Ｍは、動的であってもよいし、静的であってもよい。
【００２５】
　必要に応じて、ユーザＸが利用する端末を端末１２０Ｘと表現する。なお、ユーザ情報
とは、所定のサービスにおいてユーザが利用するアカウントに対応付けられたユーザの情
報である。ユーザ情報は、限定でなく例として、ユーザにより入力される、または、所定
のサービスにより付与される、ユーザの名前、ユーザのアイコン画像、ユーザの年齢、ユ
ーザの性別、ユーザの住所、ユーザの趣味趣向、ユーザの識別子などのユーザに対応づけ
られた情報、ユーザに対応付けられた電子バリュー（電子マネー）の残高情報、ユーザに
対応付けられたクレジットカード情報（クレジットカード番号など）を含み、これらのい
ずれか一つまたは、組み合わせであってもよい。
【００２６】
　ネットワーク１３０は、２以上の情報処理装置２００を接続する役割を担う。ネットワ
ーク１３０は、端末１２０がサーバ１１０に接続した後、データを送受信することができ
るように接続経路を提供する通信網を意味する。
【００２７】
　ネットワーク１３０のうちの１つまたは複数の部分は、有線ネットワークや無線ネット
ワークであってもよい。ネットワーク１３０は、限定でなく例として、アドホック・ネッ
トワーク（Ad Hoc Network）、イントラネット、エクストラネット、仮想プライベート・
ネットワーク（Virtual Private Network：ＶＰＮ）、ローカル・エリア・ネットワーク
（Local Area Network：ＬＡＮ）、ワイヤレスＬＡＮ（Wireless LAN：ＷＬＡＮ）、広域
ネットワーク（Wide Area Network：ＷＡＮ）、ワイヤレスＷＡＮ（Wireless WAN：ＷＷ
ＡＮ）、大都市圏ネットワーク（Metropolitan Area Network：ＭＡＮ）、インターネッ
トの一部、公衆交換電話網（Public Switched Telephone Network：ＰＳＴＮ）の一部、
携帯電話網、ＩＳＤＮｓ（Integrated Service Digital Networks）、無線ＬＡＮｓ、Ｌ
ＴＥ（Long Term Evolution）、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）、ブルート
ゥース（Bluetooth（登録商標））、衛星通信など、または、これらの２つ以上の組合せ
を含むことができる。ネットワーク１３０は、１つまたは複数のネットワーク１３０を含
むことができる。
【００２８】
　情報処理装置２００は、本開示に記載される機能および方法を実現できる情報処理装置
であればどのような情報処理装置であってもよい。情報処理装置２００は、限定でなく例
として、スマートフォン、携帯電話（フィーチャーフォン）、コンピュータ（限定でなく
例として、デスクトップ、ラップトップ、タブレットなど）、サーバ装置、メディアコン
ピュータプラットホーム（限定でなく例として、ケーブル、衛星セットトップボックス、
デジタルビデオレコーダなど）、ハンドヘルドコンピュータデバイス（限定でなく例とし
て、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、電子メールクライアントなど）、ウェアラ
ブル端末（限定でなく例として、メガネ型デバイス、時計型デバイスなど）、他種のコン
ピュータ、またはコミュニケーションプラットホームを含む。
【００２９】
＜ハードウェア構成＞
　図２を用いて、通信システム１に含まれる情報処理装置２００のハードウェア構成につ
いて説明する。
【００３０】
　情報処理装置２００は、プロセッサ２０１と、メモリ２０２と、ストレージ２０３と、
入出力インタフェース（入出力Ｉ／Ｆ）２０４と、通信インタフェース（通信Ｉ／Ｆ）２
０５とを含む。情報処理装置２００のハードウェアの各構成要素は、限定でなく例として
、バスＢを介して相互に接続される。
【００３１】
　情報処理装置２００は、プロセッサ２０１と、メモリ２０２と、ストレージ２０３と、
入出力Ｉ／Ｆ２０４と、通信Ｉ／Ｆ２０５との協働により、本開示に記載される機能、お
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よび／または、方法を実現する。
【００３２】
　プロセッサ２０１は、ストレージ２０３に記憶されるプログラムに含まれるコードまた
は命令によって実現する機能および方法を実行する。プロセッサ２０１は、限定でなく例
として、中央処理装置（ＣＰＵ）、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）、ＧＰＵ（Graphic
 s Processing Unit）、マイクロプロセッサ（microprocessor）、プロセッサコア（proc
essor core）、マルチプロセッサ（multiprocessor）、ＡＳＩＣ（Application-Specific
 Integrated Circuit）、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）などを含み、集積
回路（ＩＣ（Integrated Circuit）チップ、ＬＳＩ（Large Scale Integration））など
に形成された論理回路（ハードウェア）や専用回路によって各実施形態に開示される各処
理を実現してもよい。また、これらの回路は、１または複数の集積回路により実現されて
よく、各実施形態に示す複数の処理を１つの集積回路により実現されることとしてもよい
。また、ＬＳＩは、集積度の違いにより、ＶＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩな
どと呼称されることもある。
【００３３】
　メモリ２０２は、ストレージ２０３からロードしたプログラムを一時的に記憶し、プロ
セッサ２０１に対して作業領域を提供する。メモリ２０２には、プロセッサ２０１がプロ
グラムを実行している間に生成される各種データも一時的に格納される。メモリ２０２は
、限定でなく例として、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）
などを含む。
【００３４】
　ストレージ２０３は、プログラムを記憶する。ストレージ２０３は、限定でなく例とし
て、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＳＳＤ（Solid State Drive）、フラッシュメモリなど
を含む。
【００３５】
　通信Ｉ／Ｆ２０５は、ネットワーク１３０を介して各種データの送受信を行う。当該通
信は、有線、無線のいずれで実行されてもよく、互いの通信が実行できるのであれば、ど
のような通信プロトコルを用いてもよい。通信Ｉ／Ｆ２０５は、ネットワーク１３０を介
して、他の情報処理装置との通信を実行する機能を有する。通信Ｉ／Ｆ２０５は、各種デ
ータをプロセッサ２０１からの指示にしたがって、他の情報処理装置に送信する。また、
通信Ｉ／Ｆ２０５は、他の情報処理装置から送信された各種データを受信し、プロセッサ
２０１に伝達する。
【００３６】
　入出力Ｉ／Ｆ２０４は、情報処理装置２００に対する各種操作を入力する入力装置、お
よび、情報処理装置２００で処理された処理結果を出力する出力装置を含む。入出力Ｉ／
Ｆ２０４は、入力装置と出力装置が一体化していてもよいし、入力装置と出力装置とに分
離していてもよい。
【００３７】
　入力装置は、ユーザからの入力を受け付けて、当該入力に係る情報をプロセッサ２０１
に伝達できる全ての種類の装置のいずれか、または、その組み合わせにより実現される。
入力装置は、限定でなく例として、タッチパネル、タッチディスプレイ、キーボードなど
のハードウェアキーや、マウスなどのポインティングデバイス、カメラ（画像を介した操
作入力）、マイク（音声による操作入力）を含む。
【００３８】
　出力装置は、プロセッサ２０１で処理された処理結果を出力することができる全ての種
類の装置のいずれか、または、その組み合わせにより実現される。当該処理結果を映像ま
たは動画像として出力する場合、出力装置は、フレームバッファに書き込まれた表示デー
タにしたがって、当該表示データを表示することができる全ての種類の装置のいずれかま
たはその組み合わせにより実現される。出力装置は、限定でなく例として、タッチパネル
、タッチディスプレイ、モニタ（限定でなく例として、液晶ディスプレイ、ＯＥＬＤ（Or
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ganic Electroluminescence Display）など）、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＤＭ：H
ead Mounted Display）、プロジェクションマッピング、ホログラム、空気中など（真空
であってもよい）に画像やテキスト情報などを表示可能な装置、スピーカ（音声出力）、
プリンタなどを含む。なお、これらの出力装置は、３Ｄで表示データを表示可能であって
もよい。
【００３９】
　本開示の各実施形態のプログラムは、コンピュータに読み取り可能な記憶媒体に記憶さ
れた状態で提供されてもよい。 記憶媒体は、「一時的でない有形の媒体」に、プログラ
ムを記憶可能である。プログラムは、限定でなく例として、ソフトウェアプログラムやコ
ンピュータプログラムを含む。
【００４０】
　記憶媒体は適切な場合、１つまたは複数の半導体ベースの、または他の集積回路（ＩＣ
）（限定でなく例として、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、
特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）など）、ハード・ディスク・ドライブ（ＨＤＤ）、ハイブ
リッド・ハード・ドライブ（ＨＨＤ）、光ディスク、光ディスクドライブ（ＯＤＤ）、光
磁気ディスク、光磁気ドライブ、フロッピィ・ディスケット、フロッピィ・ディスク・ド
ライブ（ＦＤＤ）、磁気テープ、固体ドライブ（ＳＳＤ）、ＲＡＭドライブ、セキュア・
デジタル・カードもしくはドライブ、任意の他の適切な記憶媒体、またはこれらの２つ以
上の適切な組合せを含むことができる。記憶媒体は、適切な場合、揮発性、不揮発性、ま
たは揮発性と不揮発性の組合せでよい。
【００４１】
　また、本開示のプログラムは、当該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネッ
トワークや放送波など）を介して、情報処理装置２００に提供されてもよい。また、本開
示の各実施形態は、プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込ま
れたデータ信号の形態でも実現され得る。
【００４２】
　なお、本開示のプログラムは、限定でなく例として、JavaScript（登録商標）、Python
などのスクリプト言語、Ｃ言語、Ｇｏ言語、Swift Kotlin、Java（登録商標）などを用い
て実装されてよい。
【００４３】
　情報処理装置２００における処理の少なくとも一部は、１以上のコンピュータにより構
成されるクラウドコンピューティングにより実現されていてもよい。
【００４４】
　情報処理装置２００における処理の少なくとも一部を、他の情報処理装置により行う構
成としてもよい。この場合、プロセッサ２０１により実現される各機能部の処理のうち少
なくとも一部の処理を、他の情報処理装置で行う構成としてもよい。
【００４５】
　＜その他＞
　明示的な言及のない限り、本開示の実施形態における判定の構成は必須でなく、判定条
件を満たした場合に所定の処理が動作されたり、判定条件を満たさない場合に所定の処理
がされたりしてもよい。
【００４６】
　本開示では、明記されていない限り、または文脈によって示されない限り、「Ａおよび
Ｂの少なくとも一方」は、「Ａ、Ｂ、またはその両方」を意味する。さらに、明記されな
い限り、または文脈によって示されない限り、「ａ」、「ａｎ」、または「ｔｈｅ」は「
１つまたは複数」を意味するものとする。したがって、本明細書では、別段に明記されな
い限り、または文脈によって示されない限り、「ａxｎ  Ａ」または「ｔｈｅ  Ａ」は「
１つまたは複数のＡ」を意味する。
【００４７】
　本開示は、本開示の実施形態および実施例に対して、当業者が成し得る全ての変更、置
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換、変形、改変、または修正を包含する。また、添付の特許請求の範囲は、本開示の実施
形態および実施例に対して、当業者が成し得る全ての変更、置換、変形、改変、または修
正を包含する。さらに、本開示は、当業者が成し得る、本開示における実施形態または実
施例の１以上の特徴と、本開示における他の実施形態または実施例の１以上の特徴との任
意の組合せを包含する。
【００４８】
　加えて、特定の機能を実施するように適合される、配置される、能力を有する、構成さ
れる、使用可能である、動作可能である、または動作できる装置またはシステムあるいは
装置またはシステムの構成要素に対する添付の特許請求の範囲での参照は、その装置、シ
ステム、または構成要素がそのように適合される、配置される、能力を有する、構成され
る、使用可能にされる、動作可能にされる、または動作できる限り、その装置、システム
、構成要素またはその特定の機能がアクティベートされ、オンにされ、またはロック解除
されているか否かに関わらず、その装置、システム、構成要素を包含する。
【００４９】
　本開示は、明示されない限り、いずれの実施形態または実施例を実施するに際して、事
前に、または、実施の直前にユーザからの同意を取得してもよい。また、取得する同意は
、包括的なものでもよく、都度取得するものでもよい。
【００５０】
　以下、本開示の一例に係る実施形態について、図面を参照して説明する。ただし、以下
に説明する実施形態は、あくまでも例示であり、以下に明示しない種々の変形や技術の適
用を排除する意図ではない。すなわち、本開示の一例は、その趣旨を逸脱しない範囲で種
々変形して実施することができる。また、以下の図面の記載において、同一または類似の
部分には同一または類似の符号を付しており、図面は模式的なものであって、必ずしも実
際の寸法や比率などとは一致しない。さらに、図面相互間においても互いの寸法の関係や
比率が異なる部分が含まれていることがある。
【００５１】
＜第１実施形態＞
　第１実施形態は、ユーザがスマートフォンなどの端末１２０を用い、店舗がタブレット
などの端末１２０を用いて、ネットワーク１３０経由によるオンライン処理で、店舗にお
けるユーザによる商取引の支払いを、識別コードを用いて行う電子決済への適用例を示す
実施形態である。
【００５２】
　図３は、第１実施形態に係る決済システムの構成の概要を模式的に示す概略図である。
当該構成においては、複数の情報処理装置２００、例えば、店舗にて商取引を行うユーザ
の端末１２０、複数種類の決済サービスＡ～Ｃ用の関連サーバ６００ａ～６００ｃによっ
て決済システム６１０が構築される。なお、関連サーバ６００ａ～６００ｃは、サーバ１
１０のほか、全部または一部が外部サーバ１４０の機能によって実現されてもよい。
【００５３】
　この決済システム６１０では、ユーザが店舗での商品購入などの商取引を行う際、店舗
が各決済サービスＡ～Ｃの事業者から発行された識別コードＱＲａ～ＱＲｃの１以上の識
別コードをユーザに提示し、ユーザは、端末１２０の入出力Ｉ／Ｆ２０４の撮像機能など
を用いてその識別コード撮像することにより読み取る。ユーザの端末１２０は、読み取ら
れた識別コードＱＲａ～ＱＲｃを判別し、それぞれに対応する決済サービスＡ～Ｃの関連
サーバ６００ａ～６００ｃから、ユーザの購入商品などに関する決済情報Ｋａ～Ｋｃを取
得する。それから、ユーザの端末１２０は、適宜の処理を実行し、必要な決済情報Ｋａ～
Ｋｃを識別コードＱＲａ～ＱＲｃとともに、必要に応じて例えば両者の適宜の関連付づけ
を行って、端末１２０の入出力Ｉ／Ｆ２０４に表示する。この際、識別コードＱＲａ～Ｑ
Ｒｃは、一律に同じ状態で表示されるのではなく、撮像画像における状態（大きさ、位置
、フォーカスの程度など）に応じて動的に表示される。
【００５４】
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　そして、ユーザが、端末１２０において、支払い額（商取引の対価の額）を指定すると
ともに、使用する決済サービスＡ～Ｃのいずれかを選択することにより、キャッシュレス
・ウォレットレスでの決済が可能となる。決済サービスＡ～Ｃのいずれかが選択されると
、ユーザの端末１２０は、商取引の支払い額（対価の額）とともにその決済要求（決済リ
クエスト）を、選択された決済サービスの関連サーバに送信し、所定の条件を満たす場合
に関連サーバで承認されると、その商取引の支払い額が、ユーザに関連付けられたユーザ
アカウント口座から出金され、店舗アカウント口座へ入金される。
【００５５】
　なお、ユーザへの識別コードの提示方法としては、例えば、店舗で使用する情報処理装
置２００の入出力Ｉ／Ｆ２０４に識別コードを表示する方法や、識別コードが印刷された
紙媒体や板状媒体などを、ユーザの端末１２０で読取可能に設置する方法などが挙げられ
る。また、ユーザアカウント口座および店舗アカウント口座としては、限定でなく例とし
て、専用または汎用の電子マネーカードや電子マネー口座などなどの電子バリュー、特定
の商取引における売上金を保持管理する口座、特定のサービスにおいて利用可能なポイン
ト（金銭等価物）を保持管理する口座、クレジットカードのキャッシング枠（貸付可能金
額）を保持管理する口座、銀行や証券会社などにおける金融口座、または、例えば仮想通
貨の取引所における預金、運用資金、保有資産などを保持管理する金融口座などが挙げら
れる。さらに、口座への「出金」は、残高またはバリューを減算する、「入金」は残高ま
たはバリューを加算するなどと表現されてもよい。
【００５６】
　このとおり、「識別コードＱＲａ～ＱＲｃ」が、本開示における「特定情報」の一例に
相当し、「決済情報Ｋａ～Ｋｃ」が、本開示における「決済情報」の一例に相当し、「購
入商品など」が、本開示における「商取引の対象品」の一例に相当する。
【００５７】
＜第１実施形態の効果＞
　本実施形態によれば、ユーザが端末１２０を用いて、識別コードＱＲａ～ＱＲｃを一括
で一時に読み取ることができ、それらを動的に表示するとともに、決済サービスＡ～Ｃに
おける決済情報Ｋａ～Ｋｃを取得して、識別コードＱＲａ～ＱＲｃとともに表示すること
ができる。これにより、ユーザは、識別コードＱＲａ～ＱＲｃと決済情報Ｋａ～Ｋｃを、
直感的にかつ平易に認識することができるので、複数の決済サービスＡ～Ｃのなかから決
済情報を確認しながら所望の決済サービスの識別コードを効率的に選択することができる
。また、決済システムでの処理とは別に決済情報を調べる必要がないので、ユーザの手間
を軽減するとともに、情報処理装置のリソースの使用量を節減することもできる。さらに
、識別コードが複数ではなく単一の場合であっても、決済情報がその識別コードとともに
表示されるので、その識別コードに対応する決済サービスの使用の可否判断を行い易くな
る利点があり、この場合にも、ユーザの手間と使用するリソースの更なる節減を実現する
ことができる。
【００５８】
＜第１実施形態の機能構成＞
　図４および図５を用いてサーバ１１０および端末１２０の機能構成を説明する。図４お
よび図５は、第１実施形態に係る決済システムを構成する情報処理装置の機能的な構成を
示すブロック図の一例を示し、情報処理装置２００（サーバ１１０および各端末１２０）
によって構築される決済システム６１０の全体的な概略構成を示す図でもある。図４およ
び図５に開示の機能部は、情報処理装置２００が備えるプロセッサ２０１と、メモリ２０
２と、ストレージ２０３と、入出力Ｉ／Ｆ２０４と、通信Ｉ／Ｆ２０５との協働により実
現される。すなわち、図２に示す情報処理装置２００のプロセッサ２０１は、ストレージ
２０３に記憶された各種プログラム（決済サービス、商取引サービス、およびその他のサ
ービスに係る制御プログラム、演算プログラムなど）をメモリ２０２（例えばＲＡＭ）に
展開する。そして、プロセッサ２０１は、メモリ２０２に展開された各種プログラムを解
釈および実行して、各ハードウェア構成要素を制御することにより、以下に説明する機能
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構成が実現される。
【００５９】
　なお、情報処理装置２００で実現される各機能は、汎用のＣＰＵなどのプロセッサ２０
１で実現されてもよく、あるいは、機能の一部または全部が、１または複数の専用のプロ
セッサ２０１によって実現されてもよい。さらに、情報処理装置２００によって実現され
る機能構成は、実施形態や実施例に応じて、適宜、機能の省略、置換、および追加が行わ
れてももちろんよい。
【００６０】
（１）サーバの機能構成
　図４に示すとおり、サーバ１１０は、入出力Ｉ／Ｆ３１１と、通信Ｉ／Ｆ３１２と、制
御部３１３と、記憶部３１４とを有し、決済サービスまたは商取引サービスの関連サーバ
として機能する。入出力Ｉ／Ｆ３１１は、図２の入出力Ｉ／Ｆ２０４に相当し、通信Ｉ／
Ｆ３１２は、図２の通信Ｉ／Ｆ２０５に相当する。また、制御部３１３は、決済管理部３
１５、口座管理部３１６と、入出金管理部３１７と、表示管理部３１８とを有する。なお
、各機能部の機能または処理は、実現可能な範囲において、機械学習またはＡＩ（Artifi
cial Intelligence）により実現されてもよい。
【００６１】
　サーバ１１０では、記憶部３１４に記憶された決済システム用プログラムがプロセッサ
２０１で実行されることにより、上述のとおり、ユーザによる店舗での商取引における支
払いを、識別コードを用いて決済するための決済システム６１０が構築される。また、記
憶部３１４は、ユーザに関する情報（ユーザ情報Ｘ）を各ユーザに関連付けて、店舗に関
する情報（店舗情報Ｙ）を各店舗に関連付けて、および、識別コードを各店舗に関連付け
て記憶しており、さらに、その他の各種情報Ｚも記憶している。
【００６２】
　ここで、ユーザ情報Ｘには、限定でなく例として、ユーザＩＤ、氏名、住所、電話番号
、メールアドレスなどの基本登録情報、ユーザアカウント口座の情報（口座番号、現金預
貯金、電子マネー、運用資金、予備資金、売上金、ポイント、クレジットカードのキャッ
シング枠などの残高、入出金履歴（金額、位置情報など）などが含まれる。また、店舗情
報Ｙには、限定でなく例として、店舗ＩＤ、店舗名、事業者名、代表者名、所在地、電話
番号、メールアドレス、従業員数などの基本登録情報、店舗アカウント口座の情報（口座
番号、現金預貯金、電子マネー、運用資金、予備資金、売上金などの残高、入出金履歴（
金額、位置情報など）などが含まれる。
【００６３】
　さらに、各種情報Ｚには、限定でなく例として、後記の決済情報、各店舗と各ユーザと
の間の商取引における取引情報（取引に係るサービスの内容、取引金額、取引時刻、位置
情報、環境情報などを含む決済情報）、決済システム６１０によって実行される処理に必
要な種々の設定パラメータや演算パラメータ、決済システム６１０における操作ログなど
が含まれる。なお、ユーザアカウント口座および店舗アカウント口座が外部サーバ１４０
に設けられている場合には、例えば、サーバ１１０が、外部サーバ１４０からネットワー
ク１３０を経由してユーザアカウント口座および店舗アカウント口座に関する情報を取得
し、記憶部３１４に記憶することができる。
【００６４】
　サーバ１１０における制御部３１３の決済管理部３１５は、以下に示す決済に係る多く
の処理を実行する。すなわち、決済管理部３１５は、店舗を識別するための識別コードの
生成、決済システム６１０への店舗の登録、ユーザによる商取引における決済情報要求の
受付けおよびユーザの端末１２０への決済情報の送信、ユーザによる商取引における支払
い額の決済要求の受付け、店舗に対する入金処理に必要な手続きの指示、決済（支払い額
のユーザアカウント口座からの出金および店舗アカウント口座への入金）の実行、および
、それらの管理を行う機能を有する。
【００６５】
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　また、口座管理部３１６は、ユーザアカウント口座、店舗アカウント口座、ならびに、
それらの口座情報と各ユーザおよび各店舗との関連付け、これらの口座情報のユーザおよ
び店舗への通知処理、ユーザアカウント口座および店舗アカウント口座の残高更新などに
関する処理、ならびに、それらの管理を行う機能を有する。
【００６６】
　さらに、入出金管理部３１７は、ユーザアカウント口座からの支払い額の出金要求の受
付けおよび出金、店舗アカウント口座への支払い額の入金要求の受付けおよび入金などに
関する処理、ならびに、それらの管理を行う機能を有する。
【００６７】
　また、表示管理部３１８は、必要に応じて、決済システム６１０による各種処理にかか
るユーザインターフェイス（ＵＩ）を、ユーザの端末１２０および店舗の端末１２０の各
入出力Ｉ／Ｆ３２１（出力装置）を介して表示するための画像データの作成に関する処理
、ならびに、その管理を行う機能を有する。そのＵＩには、限定でなく例として、ユーザ
情報Ｘ、店舗情報Ｙ、各種情報Ｚ、識別コード、識別コードの読取画面、ユーザおよび店
舗による端末１２０の画面上の操作状態などが含まれる。
【００６８】
（２）端末の機能構成
　図５に示すとおり、ユーザの端末１２０および店舗の端末１２０は、入出力Ｉ／Ｆ３２
１と、通信Ｉ／Ｆ３２２と、制御部３２３と、記憶部３２４とを有する。入出力Ｉ／Ｆ３
２１は、図２の入出力Ｉ／Ｆ２０４に相当し、通信Ｉ／Ｆ３２２は、図２の通信Ｉ／Ｆ２
０５に相当する。また、制御部３２３は、情報管理部３２５と、注文処理部３２６と、指
示処理部３２７と、表示処理部３２８とを有する。なお、各機能部の機能または処理は、
実現可能な範囲において、機械学習またはＡＩ（Artificial Intelligence）により実現
されてもよい。
【００６９】
　ユーザの端末１２０および店舗の端末１２０では、記憶部３２４に記憶された決済シス
テムアプリケーション（プログラム）がプロセッサ２０１で実行されることにより、ユー
ザおよび店舗は、決済システム６１０へアクセスして識別コードを用いた決済サービスを
利用することができる。
【００７０】
（２－Ａ）ユーザの端末１２０
　ユーザの端末１２０において、制御部３２３の情報管理部３２５は、決済システム６１
０において実行される各種処理に必要なユーザによる入力パラメータの管理、端末１２０
における各種設定処理および各種演算処理の制御、店舗から提示される識別コードの読み
取りに必要な処理、決済サービスの関連サーバ（各サーバ１１０）への決済情報要求の送
信および決済情報の受信、決済情報の選択処理、識別コードと決済情報との関連付けを行
う機能を有する。また、注文処理部３２６は、サーバ１１０へ送信するユーザによる商取
引における注文に関する処理、および、支払い額の決済要求などの決済に関する処理を行
う機能を有する。
【００７１】
　さらに、指示処理部３２７は、サーバ１１０へ送信する決済情報要求、決済要求、およ
び注文以外のユーザによる指示（例えば各種設定および変更などの指示、ユーザアカウン
ト口座への資金充当指示など）に関する処理を行う機能を有する。また、表示処理部３２
８は、サーバ１１０から送信される画像データに基づいて、ユーザの端末１２０側で実行
される決済システム６１０の各種設定や各種処理におけるＵＩ画像を端末１２０の入出力
Ｉ／Ｆ３２１（出力装置）を介して表示する機能、加えて、必要に応じて、サーバ１１０
の表示管理部３１８で行われる各種画像データの作成に関する処理、ならびに、その管理
を、サーバ１１０に替えて行う機能を有する。
【００７２】
（２－Ｂ）店舗の端末１２０
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　店舗の端末１２０において、制御部３２３の情報管理部３２５は、決済システム６１０
において実行される各種処理に必要な店舗による入力パラメータの管理、店舗の端末１２
０における各種設定処理および各種演算処理の制御、必要に応じて、ユーザへ提示する識
別コードの表示に必要な処理を行う機能を有する。また、注文処理部３２６は、ユーザに
よる商取引における注文の売り上げ計上に関する処理、および、ユーザによる支払い額の
決済要求と、売り上げ品目や店舗担当者などとの関連付けに関する処理を行う機能を有す
る。
【００７３】
　さらに、指示処理部３２７は、売り上げ計上などに関する処理以外の店舗による指示（
例えば各種設定および変更などの指示、店舗アカウント口座の維持管理に必要な指示など
）に関する処理を行う機能を有する。また、表示処理部３２８は、サーバ１１０から送信
される画像データに基づいて、店舗の端末１２０側で実行される決済システム６１０の各
種設定や各種処理における識別コードを含むＵＩ画像を端末１２０Ｂの入出力Ｉ／Ｆ３２
１（出力装置）を介して表示する機能を有する。
【００７４】
＜第１実施形態の動作処理＞
　図６および図７を参照し、本実施形態に係る決済システム６１０の処理について説明す
る。図６は、第１実施形態に係るサーバ１１０（ここでは、決済サービスＡ～Ｃの関連サ
ーバ６００ａ～６００ｃとして示す。）と端末１２０との処理のシーケンス図の一例を示
し、また、本開示に係る情報処理方法における処理手順の一例を示す図でもある。また、
図７（Ａ）～（Ｄ）は、第１実施形態に係る処理を行っている状態を模式的に示す概念図
である。なお、以下で説明する処理手順は一例に過ぎず、各処理は、本開示の技術思想の
範囲内において可能な限り変更されてよく、また、適宜、ステップの省略、置換、および
追加が可能である。
【００７５】
　（ステップＳＰ１１）
　まず、ステップＳＰ１１において、ユーザが端末１２０を起動し、商取引の前後の任意
のタイミングにおいて、決済システムアプリケーション（プログラム）を実行させると、
端末１２０の入出力Ｉ／Ｆ３２１を介して所定のログイン画面が表示される。ユーザが入
出力Ｉ／Ｆ３２１（入力装置）から自身のログイン情報を入力すると、指示処理部３２７
がその情報を、決済システム６１０の運用サーバであるサーバ１１０へ送信してログイン
が許可され、表示管理部３１８が生成した初期画面の画像データを端末１２０へ送信する
。端末１２０の表示処理部３２８は、その画像データに基づいて、入出力Ｉ／Ｆ３２１（
出力装置）を介して初期画面を表示する。
【００７６】
　初期画面としては、限定でなく例として、デフォルトとして用意されている特定の画面
、各種設定画面、商取引サービスやｅ－コマースのポータルサイト画面、それらの個々の
サイト画面、各種決済サービスおよびユーザアカウント口座の情報画面、メニュー選択画
面、識別コードの読取・管理画面、ユーザが最終ログイン時に表示していた画面、ユーザ
によるカスタム画面、および、これらを組み合わせた画面などが挙げられる。
【００７７】
　（ステップＳＰ１２）
　ユーザが商取引（商品の購入など）を行い、ユーザの端末１２０において識別コードの
読み取り準備ができた後、ユーザは、店舗側のキャッシュレジスタまたはその付近に設置
された複数の決済サービスに各々に対応した識別コードＱＲａ～ＱＲｃを読み取る。ここ
では、例えば、ユーザが端末１２０の表示画面を切り替えて、入出力Ｉ／Ｆ３２１を介し
て識別コード読取画面を表示し、提示されている識別コードＱＲａ～ＱＲｃを撮像するこ
とにより一括して（一画像として）読み取る（図７（Ａ）および（Ｂ）参照）。また、図
７（Ｂ）に示す読取画像に基づいて、端末１２０の情報管理部３２５が、識別コードＱＲ
ａ～ＱＲｃを判別するとともに、情報管理部３２５および表示処理部３２８が、その読取
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画像における識別コードＱＲａ～ＱＲｃの状態に対応した態様（例えば、同等の面積比率
）で、識別コードＱＲａ～ＱＲｃを再表示する（図７（Ｃ）参照；ただし、再表示は省略
してもよい。）。このとおり、ステップＳＰ１２が、本開示における「特定情報を動的に
表示するステップ」の一例に相当する。なお、取得する特定情報は、識別コードＱＲａ～
ＱＲｃのいずれか一つ（すなわち単一の識別コード）であってもよい。
【００７８】
　（ステップＳＰ１３，ＳＰ６１）
　次に、ステップＳＰ１３では、ユーザが端末１２０の表示画面を切り替えて、入出力Ｉ
／Ｆ３２１を介して支払い額の入力画面を表示し、数字キーのタップ入力や音声入力など
により、商取引の対価の額を指定する。なお、商取引の対価の額の指定は、後述のステッ
プＳＰ１５で決済サービスを選択した後に行われてもよい。それから、端末１２０の情報
管理部３２５が、識別コードＱＲａ～ＱＲｃに対応する決済サービスＡ～Ｃの各関連サー
バ６００ａ～６００ｃに対し、ユーザが行った商取引に関する決済情報要求を送信する。
次いで、ステップＳＰ６１では、決済情報要求を受信した各関連サーバ６００ａ～６００
ｃが、例えば予め設定された項目に該当する決済情報Ｋａ～Ｋｃを抽出または選択し、ユ
ーザの端末１２０へ送信する。このとおり、ステップＳＰ１３，ＳＰ６１が、本開示にお
ける「特定情報に対応付けられた決済情報を取得するステップ」の一例に相当する。
【００７９】
　ここで、「決済情報」としては、限定でなく例として、各決済サービスＡ～Ｃにおいて
、事業者（事業主体）に関する情報、関連付けられたユーザアカウント口座の残高、使用
可能なポイントの残高、クーポンの残高に関する情報、付与されるポイントの額（ポイン
ト率でもよい）、クーポンに関する情報、その他の特典に関する情報、支払い額またはク
ーポンやポイントを減額したあとの支払い額の情報、実施または開催中のキャンペーンに
関する情報、利用回数または利用頻度あるいはそれらに応じたユーザのランクに関する情
報、登録クレジットカードに関する情報、当該店舗における優待特典などに関する情報な
どが含まれてよい。
【００８０】
　（ステップＳＰ１４）
　次に、ステップＳＰ１４では、端末１２０の情報管理部３２５が、取得した決済情報Ｋ
ａ～Ｋｃのなかから、必要に応じて、例えば予め設定された項目の決済情報Ｋａ～Ｋｃを
選定し、情報管理部３２５および表示処理部３２８が、識別コードＱＲａ～ＱＲｃと決済
情報Ｋａ～Ｋｃとをともに、入出力Ｉ／Ｆ３２１を介して画面表示する。このとおり、ス
テップＳＰ１４が、本開示における「特定情報と、当該特定情報に対応付けられた決済情
報とをともに表示するステップ」の一例に相当する。
【００８１】
　ここで、識別コードと決済情報の表示態様としては、限定でなく例として、画面表示さ
れた識別コードの近傍（例えば所定距離の範囲内）に決済情報を表示すること（図７（Ｄ
）参照）、識別コードに決済情報を重畳させた状態で表示すること、識別コードを始点と
する吹き出し内に決済情報を表示すること、識別コードをタップなどして指定したときに
ポップアップウィンドウ内に決済情報を表示または音声で読み上げること、その他適宜の
態様で識別コードと決済情報とを関連付けて表示することなどが挙げられる。より具体的
には、例えば識別コードと決済情報を近傍に表示する場合、識別コードＱＲａの中心部と
決済情報Ｋａの中心部の距離が、識別コードＱＲａの中心部と他の決済情報Ｋｂ，Ｋｃの
中心部の距離よりも短くなるように設定することができる。また、表示の視認性や多様性
を向上させる観点から、ＡＲ（仮想現実）技術を用いて、決済情報を仮想的に拡張された
視覚情報として表示してもよい。
【００８２】
　（ステップＳＰ１５，ＳＰ１６）
　それから、ステップＳＰ１５では、ユーザが表示された決済情報Ｋａ～Ｋｃを参考にし
ながら、決済サービスＡ～Ｃのなかから所望の決済サービスを選択し（ここでは、決済サ
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ービスＢを選択するとする。）、その決済サービスＢに対応する識別コードＱＲｂをタッ
プなどにより指定する。これにより、ステップＳＰ１６において、端末１２０の注文処理
部３２６が、指定金額とともにその決済要求（決済リクエスト）を関連サーバ６００ｂへ
送信し、決済サービスＢによる決済機能が起動する。
【００８３】
　（ステップＳＰ６２，ＳＰ６３）
　決済要求を受け付けた関連サーバ６００ｂの決済管理部３１５および口座管理部３１６
は、ステップＳＰ６２において、ユーザアカウント口座の残高が指定金額以上であること
を確認し、決済管理部３１５および入出金管理部３１７が、その決済要求を承認する。ま
た、ステップＳＰ６２では、その指定金額を、ユーザアカウント口座から出金し、識別コ
ードＱＲｂに関連付けられている店舗アカウント口座へ入金する。
【００８４】
　そして、ステップＳＰ６３において、関連サーバ６００ｂの口座管理部３１６および表
示管理部３１８は、入出金の完了、および、更新されたユーザアカウント口座および店舗
アカウント口座の残高を、それぞれユーザおよび店舗へ通知するための画面の画像データ
を生成し、ユーザの端末１２０および店舗の端末１２０へ送信する。両端末１２０の表示
処理部３２８は、その画像データに基づいて、入出力Ｉ／Ｆ３２１（出力装置）を介して
、決済完了画面および残高通知画面を表示し、識別コードＱＲｂを用いた商取引の決済に
係る処理を完了する。
【００８５】
＜＜第１実施例＞＞
　第１実施形態の第１実施例は、識別コードに関連付けて表示する決済情報として、取得
し得る種々の項目の決済情報を、全てそのまま表示する、または、一律に表示するのでは
なく、取得して表示する決済情報の種類や表示態様を、所定の条件に沿うように決定する
ためのオプション処理を行う実施例である。
【００８６】
＜＜第１実施例の効果＞＞
　本実施例によれば、取得し得る決済情報が多い場合でも、ユーザにとって有用な決済情
報に絞り込んだ上で取得して表示することができるので、ユーザが希望する決済サービス
をより効率よく選択することが可能となる。その結果、決済処理におけるユーザの手間と
煩雑さを更に軽減して、ユーザの利便性を更に向上させることができる。また、予め取得
する項目を取捨選択して表示量を減らすことができるので、情報処理装置のリソースの使
用量やデータ通信量を一層節減することができる。
【００８７】
＜＜第１実施例の動作処理＞＞
　図８は、本実施例に係るサーバ１１０（ここでは、決済サービスＡ～Ｃの関連サーバ６
００ａ～６００ｃとして示す。）と端末１２０との処理のシーケンス図の一例を示し、ま
た、本開示に係る情報処理方法における処理手順の一例を示す図でもある。図８に示すよ
うに、本実施例は、ステップＳＰ１２において識別コードの読み取りと表示を行った後に
、ステップＳＰ８０において、所定のオプション処理を行い、その後、各識別コードに対
応する決済サービスの関連サーバに、必要となる決済情報要求を送信すること以外は、図
６に示す第１実施形態における処理手順と同等の処理を実施する。以下、オプション処理
の各種具体例について説明する。
【００８８】
　（面積判定オプション）
　ユーザの端末１２０で撮影して読み込んだ識別コードが表示画面（図７（Ｂ）または図
７（Ｃ）参照）に占める面積（面積割合でもよい。）に応じて、例えば下記の条件に沿っ
て、取得して表示する決済情報の種類をスクリーニングすることができる。
【００８９】
　具体的には、撮像された状態において所定の面積以上の識別コードのみについて、決済
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情報を取得して表示する例が挙げられる。図７（Ｂ）または図７（Ｃ）に示す例では、ユ
ーザは、識別コードＱＲｂに対応する決済サービスを利用する意図が大きいことから、識
別コードＱＲｂを中心に撮像したことが推察される。そして、識別コードＱＲｂが所定の
面積以上を占め、識別コードＱＲａ，ＱＲｃが所定の面積未満である場合、対応する決済
サービスＢにおける決済情報のみを取得して表示することにより、ユーザの確認の手間を
軽減することができる。
【００９０】
　また、表示画面上に最も大きく表示される識別コードのみについて、決済情報を取得し
て表示する例が挙げられる。図７（Ｂ）または図７（Ｃ）に示す例では、識別コードＱＲ
ｂの表示面積が最も大きいので、対応する決済サービスＢにおける決済情報のみを取得し
て、表示することにより、ユーザの確認の手間を軽減することができる。この際、取得し
て表示する決済情報の種類としては、単一項目でも複数項目でもよい。
【００９１】
　さらに、取得された識別コードが単一の場合でも複数の場合でも、表示画面における面
積に応じて、取得して表示する決済情報の項目を決定する例が挙げられる。例えば、面積
が所定値未満の識別コードの場合、対応する決済サービスの事業者に関する情報のみを取
得して表示し、面積が所定値以上の識別コードの場合、ユーザアカウント口座などの残高
に関する情報のみを取得して表示するようにしてもよい。また、取得された識別コードが
単一の場合でも複数の場合でも、例えば画面表示に対する面積割合が大きくなるほど（ま
たは逆に小さくなるほど）、表示する決済情報の情報量を多く（または逆に少なく）する
ようにしてもよい。この場合、例えば、遠くに写っている面積割合が比較的小さい識別コ
ードについては、決済情報としてユーザアカウント口座などの残高のみ（決済情報が一種
類）表示し、近くに写っている面積割合が比較的大きい識別コードについては、決済情報
としてユーザアカウント口座などの残高と直近の決済履歴（決済情報が複数種類）を表示
するといった態様が挙げられる。
【００９２】
　（決済情報の優先度オプション）
　決済情報の各項目に優先度を設定し、その優先度に応じて、取得する決済情報の種類を
決定する。この場合、各項目の優先度は、例えばユーザが選択して設定することができる
。例えば、決済情報のうち、決済サービスの事業者に関する情報、ユーザアカウント口座
などの残高、直近の決済履歴などに、予め優先度（表示する順位）を設定しておくことが
できる。
【００９３】
　（決済サービスの優先度オプション）
　決済サービスに優先度を設定し、その優先度に応じて、取得する決済情報を決定する。
例えば、ユーザによる使用履歴や使用頻度の高い順に優先度を設定し、優先度が高い順に
所定の数の決済サービスのみについて、決済情報の全部または一部を取得して表示しても
よいし、ユーザによる使用履歴がある決済サービスのみについて、決済情報の全部または
一部を取得して表示するようにしてもよい。
【００９４】
　なお、上記の優先度や使用履歴などの情報は、ユーザの端末１２０側で保持してもよい
し、当該決済システムにおける処理が、決済サービスの関連サーバ以外のサーバ、または
、特定の決済サービスの関連サーバを経由することが前提であれば、そのサーバに保持す
るようにすることもできる。また、上記において、決済情報を表示または非表示にする例
について説明したが、各種優先度に応じて決済情報の表示態様を決定するようにしてもよ
い。この場合、表示態様としては、限定でなく例として、表示色、表示フォント、表示サ
イズ、アニメーションやコンテンツの付加、仮想的に拡張された視覚情報の変更などが挙
げられる。これにより、ユーザによる決済情報の視認性を高めることができる。
【００９５】
＜＜第２実施例＞＞
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　第１実施形態の第２実施例は、識別コードに関連付けて表示する決済情報として、取得
した種々の項目の決済情報を、全てそのままあるいは一律に表示するのではなく、表示す
る決済情報の種類や表示態様を、所定の条件に沿うように変更するためのオプション処理
を行う実施例である。
【００９６】
＜＜第２実施例の効果＞＞
　本実施例によれば、取得した決済情報が多い場合でも、ユーザにとって有用な決済情報
に絞り込んで表示することができるので、ユーザが希望する決済サービスをより効率よく
選択することが可能となる。その結果、決済処理におけるユーザの手間と煩雑さを更に軽
減して、ユーザの利便性を更に向上させることができる。また、表示項目を取捨選択して
表示量を減らすことができるので、情報処理装置のリソースの使用量を一層節減すること
ができる。
【００９７】
＜＜第２実施例の動作処理＞＞
　図９は、本実施例に係るサーバ１１０（ここでは、決済サービスＡ～Ｃの関連サーバ６
００ａ～６００ｃとして示す。）と端末１２０との処理のシーケンス図の一例を示し、ま
た、本開示に係る情報処理方法における処理手順の一例を示す図でもある。図９に示すよ
うに、本実施例は、ステップＳＰ６１において各決済サービスＡ～Ｃの関連サーバ６００
ａ～６００ｃから各決済情報Ｋａ～Ｋｃを取得した後に、ステップＳＰ８１において、所
定のオプション処理を行うことにより、表示する決済情報を必要となる決済情報へ変更す
ること以外は、図６に示す第１実施形態における処理手順と同等の処理を実施する。以下
、オプション処理の各種具体例について説明する。
【００９８】
　（面積判定オプション）
　ユーザの端末１２０で撮影して読み込んだ識別コードが表示画面（図７（Ｂ）または図
７（Ｃ）参照）に占める面積（面積割合でもよい。）に応じて、例えば下記の条件に沿っ
て、取得した決済情報のうち表示する決済情報の種類をスクリーニングすることができる
。
【００９９】
　具体的には、撮像された状態において所定の面積以上の識別コードのみについて、決済
情報を表示する例が挙げられる。図７（Ｂ）または図７（Ｃ）に示す例では、ユーザは、
識別コードＱＲｂに対応する決済サービスを利用する意図が大きいことから、識別コード
ＱＲｂを中心に撮像したと想定される。そして、識別コードＱＲｂが所定の面積以上を占
め、識別コードＱＲａ，ＱＲｃが所定の面積未満である場合、対応する決済サービスＢに
おける決済情報のみを表示することにより、ユーザの確認の手間を軽減することができる
。
【０１００】
　また、表示画面上に最も大きく表示される識別コードのみについて、決済情報を表示す
る例が挙げられる。図７（Ｂ）または図７（Ｃ）に示す例では、識別コードＱＲｂの表示
面積が最も大きいので、対応する決済サービスＢにおける決済情報のみを表示することに
より、ユーザの確認の手間を軽減することができる。この際、表示する決済情報の種類と
しては、単一項目でも複数項目でもよい。
【０１０１】
　さらに、表示する識別コードが単一の場合でも複数の場合でも、表示画面における面積
に応じて、表示する決済情報の項目を変更する例が挙げられる。例えば、面積が所定値未
満の識別コードの場合、対応する決済サービスの事業者に関する情報のみを表示し、面積
が所定値以上の識別コードの場合、ユーザアカウント口座などの残高に関する情報のみを
表示するようにしてもよい。また、表示する識別コードが単一の場合でも複数の場合でも
、例えば画面表示に対する面積割合が大きくなるほど（または逆に小さくなるほど）、表
示する決済情報の情報量を多く（または逆に少なく）するようにしてもよい。この場合、
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例えば、遠くに写っている面積割合が比較的小さい識別コードについては、決済情報とし
てユーザアカウント口座などの残高のみ（決済情報が一種類）表示し、近くに写っている
面積割合が比較的大きい識別コードについては、決済情報としてユーザアカウント口座な
どの残高と直近の決済履歴（決済情報が複数種類）を表示するといった態様が挙げられる
。
【０１０２】
　（決済情報の優先度オプション）
　決済情報の各項目に優先度を設定し、その優先度に応じて、表示する決済情報の種類を
変更する。この場合、各項目の優先度は、例えばユーザが選択して設定することができる
。例えば、決済情報のうち、決済サービスの事業者に関する情報、ユーザアカウント口座
などの残高、直近の決済履歴などに、予め優先度（表示する順位）を設定しておくことが
できる。
【０１０３】
　（決済サービスの優先度オプション）
　決済サービスに優先度を設定し、その優先度に応じて、表示する決済情報を変更する。
例えば、ユーザによる使用履歴や使用頻度の高い順に優先度を設定し、優先度が高い順に
所定の数の決済サービスのみについて、決済情報の全部または一部を表示してもよいし、
ユーザによる使用履歴がある決済サービスのみについて、決済情報の全部または一部を表
示するようにしてもよい。
【０１０４】
　（決済情報項目の優先度オプション）
　取得した決済情報の種類毎に、その決済情報項目の優先度に応じて表示する決済情報を
変更してもよい。例えば、決済情報が、ユーザアカウント口座の残高である場合、残高が
最も多いユーザアカウント口座が関連付けられた決済サービスのみについて、その決済情
報を含む決済情報を表示するようにしてもよい。また、決済情報が、キャンペーンの開催
または実施の有無である場合、キャンペーンを開催または実施している決済サービスのみ
について、その決済情報を含む決済情報を表示するようにしてもよい。
【０１０５】
　なお、上記の優先度や使用履歴などの情報は、ユーザの端末１２０側で保持してもよい
し、当該決済システムにおける処理が、決済サービスの関連サーバ以外のサーバ、または
、特定の決済サービスの関連サーバを経由することが前提であれば、そのサーバに保持す
るようにすることもできる。また、上記において、決済情報を表示または非表示にする例
について説明したが、各種優先度に応じて決済情報の表示態様を決定するようにしてもよ
い。この場合、表示態様としては、限定でなく例として、表示色、表示フォント、表示サ
イズ、アニメーションやコンテンツの付加などが挙げられる。これにより、ユーザによる
決済情報の視認性を高めることができる。
【０１０６】
＜＜第３実施例＞＞
　第１実施形態の第３実施例は、識別コードが撮像などにより取得された場所の位置情報
に基づいて、起動される機能が変更される実施例である。
【０１０７】
＜＜第３実施例の効果＞＞
　本実施例によれば、ユーザが販売主体となって商品などを商取引プラットフォームに出
品する場合、および、ユーザが購入主体となって、実店舗や商取引プラットフォームから
商品などを購入する場合のいずれにも対応することができる機能を、ユーザの端末１２０
から起動することができる。これにより、ユーザがとり得る商取引形態に柔軟に対応する
ことができ、ユーザの利便性を更に一層向上させることができる。
【０１０８】
＜＜第３実施例の動作処理＞＞
　例えば、識別コードや商品画像の取得場所が自宅以外である場合、ユーザが購入主体と
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なって、実店舗や購入用の商取引プラットフォームから商品などを購入することを前提に
、その決済情報が表示される処理が実行される。この場合、実店舗において識別コードを
用いた決済が、前述した第１実施形態に含まれる。また、実店舗において商品を撮像など
した場合には、例えば複数の購入用の商取引プラットフォーム（のオンラインストアなど
）で販売されている当該商品の商品情報を取得して、その商品情報を表示することにより
、ユーザは最も安価なオンラインストアなどでその商品を購入することができる。一方、
識別コードや商品画像の取得場所が自宅である場合、後述する第２実施形態に係る処理、
すなわち、ユーザが販売主体となって、商品などを販売用の商取引プラットフォームに出
品することを前提に、その商品情報が表示される処理が実行される。また、ユーザの端末
１２０の画面表示上で、スワイプ操作などにより、それらの各機能を任意に切り替えるこ
とができるように構成してもよい。このとおり、特定情報（識別コードや商品画像など）
が取得された場所の位置情報が所定の範囲外（例えば自宅以外）である場合に、ユーザに
よる購入処理を実行し、特定情報（識別コードや商品画像など）が取得された場所の位置
情報が所定の範囲内（例えば自宅）である場合に、ユーザによる商品の出品処理を実行す
ることにより、商取引の汎用性およびユーザの利便性をさらに高めることができる。
【０１０９】
　なお、識別コードや商品画像の取得場所を特定する場合、ユーザの端末１２０は、位置
情報測定部を有してもよい。この位置情報測定部は、端末１２０の現在位置の位置情報を
測定する機能を備える。位置情報測定部は、限定でなく例として、ＧＰＳ（global posit
ioning system）を用いて、端末１２０の現在位置の位置情報として、該端末１２０の緯
度および経度を測定する。なお、位置情報測定部による端末１２０の位置情報の測定は、
端末１２０の位置情報を測定できれば、どのような方法を用いてもよい。限定でなく例と
して、位置情報測定部は、ＩＭＥＳ（Indoor MEssaging System）、Ｗｉ－Ｆｉ、ＲＦＩ
Ｄ（Radio Frequency Identifier）、ＮＦＣ（Near Field Communication）、ＢＬＥ（Bl
uetooth Low Energy）、超音波などの近距離無線通信、ＬＴＥやＣＤＭＡなどの移動体通
信システムなどを利用して、端末１２０の位置情報を測定してもよい。
【０１１０】
＜第２実施形態＞
　第２実施形態は、ユーザが端末１２０を用いて、ネットワーク１３０経由によるオンラ
イン処理で、商品などを商取引プラットフォームに出品する商取引サービスへの適用例を
示す実施形態である。
【０１１１】
　図１０は、第２実施形態に係る商取引システムの構成の概要を模式的に示す概略図であ
る。当該構成においては、複数の情報処理装置２００、例えば、自宅にて商取引を行うユ
ーザの端末１２０、複数種類の商取引サービスＥ～Ｇ用の関連サーバ７００ｅ～７００ｇ
によって商取引システム７１０が構築される。なお、関連サーバ７００ｅ～７００ｇは、
サーバ１１０のほか、全部または一部が外部サーバ１４０の機能によって実現されてもよ
い。また、商取引サービスは、出品用の電子商取引プラットフォームを有する商取引サー
ビスだけではなく、購入用の電子商取引プラットフォームを有する商取引サービスを含む
。
【０１１２】
　この商取引システム７１０では、ユーザが自宅において商品出品などの商取引を行う際
、ユーザが、商品および商品に付与されている識別コード（これらをまとめて単に「商品
」という場合がある。）を、端末１２０の入出力Ｉ／Ｆ２０４の撮像機能などを用いて撮
像することにより読み取る。ユーザの端末１２０は、読み取られた商品Ｇａ～Ｇｃを、識
別コード情報または画像認識、文字認識などにより特定し、商取引サービスＥ～Ｇの関連
サーバ７００ｅ～７００ｇのいずれかまたは全部から、ユーザの出品商品に関する商品情
報Ｓａ～Ｓｃを取得する。すなわち、本実施形態では、取得する商品情報は、単数でも複
数でもよく、換言すれば、ユーザの出品商品に対応付けられた商品情報Ｓａ～Ｓｃを、１
以上の商取引サービスＥ～Ｇから取得する。それから、ユーザの端末１２０は、適宜の処
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理を実行し、必要な商品情報Ｓａ～Ｓｃを商品Ｇａ～Ｇｃとともに、必要に応じて例えば
両者の適宜の関連付づけを行って、端末１２０の入出力Ｉ／Ｆ２０４に表示する。この際
、商品Ｇａ～Ｇｃは、一律に同じ状態で表示されるのではなく、撮像画像における状態（
大きさ、位置、フォーカスの程度など）に応じて動的に表示される。
【０１１３】
　そして、ユーザが、端末１２０において、出品する商品Ｇａ～Ｇｃ、および出品する商
取引サービスＥ～Ｇのいずれかを選択することにより、キャッシュレス・ウォレットレス
での商取引が可能となる。商取引サービスＥ～Ｇのいずれかが選択されると、ユーザの端
末１２０は、商取引の落札条件とともにその出品要求（出品リクエスト）を、選択された
商取引サービスの関連サーバに送信し、所定の条件を満たす場合に関連サーバで承認され
ると、その商品の出品が行われ、商品が落札されると、その商取引の売上げ額が、ユーザ
に関連付けられたユーザアカウント口座へ入金される。
【０１１４】
　なお、ユーザアカウント口座としては、限定でなく例として、専用または汎用の電子マ
ネーカードや電子マネー口座などなどの電子バリュー、特定の商取引における売上金を保
持管理する口座、特定のサービスにおいて利用可能なポイント（金銭等価物）を保持管理
する口座、クレジットカードのキャッシング枠（貸付可能金額）を保持管理する口座、銀
行や証券会社などにおける金融口座、または、例えば仮想通貨の取引所における預金、運
用資金、保有資産などを保持管理する金融口座などが挙げられる。さらに、口座への「入
金」は残高またはバリューを加算するなどと表現されてもよい。
【０１１５】
　このとおり、「商品Ｇａ～Ｇｃ」が、本開示における「特定情報」の一例に相当し、「
商品情報Ｓａ～Ｓｃ」が、本開示における「商品情報」の一例に相当し、「出品商品」が
、本開示における「商取引の対象品」の一例に相当する。
【０１１６】
＜第２実施形態の効果＞
　本実施形態によれば、ユーザが端末１２０を用いて、商品Ｇａ～Ｇｃを読み取ることが
でき、それらを動的に表示するとともに、商取引サービスＥ～Ｇにおける商品情報Ｓａ～
Ｓｃを取得して、商品Ｇａ～Ｇｃとともに表示することができる。これにより、ユーザは
、商品Ｇａ～Ｇｃと商品情報Ｓａ～Ｓｃを、直感的にかつ平易に認識することができるの
で、複数の商取引サービスＥ～Ｇのなかから所望の商取引サービスを効率的に選択するこ
とができる。また、商取引システムでの処理とは別に商品情報を調べる必要がないので、
ユーザの手間を軽減するとともに、情報処理装置のリソースの使用量を節減することもで
きる。さらに、単一の商品に対して複数の商取引サービスから取得される商品情報を表示
したり、複数の商品に対して、単一または複数の商取引サービスから取得される商品情報
を表示したりできるので、ユーザによる選択肢が広がり、ユーザにとって有益な商取引の
機会を確保することができる。
【０１１７】
＜第２実施形態の機能構成＞
　図１１および図１２を用いてサーバ１１０および端末１２０の機能構成を説明する。な
お、図１１および図１２におけるサーバ１１０によって、図１０に示す各関連サーバ７０
０ｅ～７００ｇを構成することができる。図１１および図１２は、第２実施形態に係る商
取引システムを構成する情報処理装置の機能的な構成を示すブロック図の一例を示し、情
報処理装置２００（サーバ１１０および各端末１２０）によって構築される商取引システ
ム７１０の全体的な概略構成を示す図でもある。図１１および図１２に開示の機能部は、
情報処理装置２００が備えるプロセッサ２０１と、メモリ２０２と、ストレージ２０３と
、入出力Ｉ／Ｆ２０４と、通信Ｉ／Ｆ２０５との協働により実現される。すなわち、図２
に示す情報処理装置２００のプロセッサ２０１は、ストレージ２０３に記憶された各種プ
ログラム（決済サービス、商取引サービス、およびその他のサービスに係る制御プログラ
ム、演算プログラムなど）をメモリ２０２（例えばＲＡＭ）に展開する。そして、プロセ
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ッサ２０１は、メモリ２０２に展開された各種プログラムを解釈および実行して、各ハー
ドウェア構成要素を制御することにより、以下に説明する機能構成が実現される。
【０１１８】
　なお、情報処理装置２００で実現される各機能は、汎用のＣＰＵなどのプロセッサ２０
１で実現されてもよく、あるいは、機能の一部または全部が、１または複数の専用のプロ
セッサ２０１によって実現されてもよい。さらに、情報処理装置２００によって実現され
る機能構成は、実施形態や実施例に応じて、適宜、機能の省略、置換、および追加が行わ
れてももちろんよい。
【０１１９】
（１）サーバの機能構成
　図１１に示すとおり、サーバ１１０は、入出力Ｉ／Ｆ３１１と、通信Ｉ／Ｆ３１２と、
制御部３１３と、記憶部３１４とを有し、決済サービスまたは商取引サービスの関連サー
バとして機能する。入出力Ｉ／Ｆ３１１は、図２の入出力Ｉ／Ｆ２０４に相当し、通信Ｉ
／Ｆ３１２は、図２の通信Ｉ／Ｆ２０５に相当する。また、制御部３１３は、取引管理部
４１５、口座管理部３１６と、入出金管理部３１７と、表示管理部３１８とを有する。な
お、各機能部の機能または処理は、実現可能な範囲において、機械学習またはＡＩ（Arti
ficial Intelligence）により実現されてもよい。
【０１２０】
　サーバ１１０では、記憶部３１４に記憶された商取引システム用プログラムがプロセッ
サ２０１で実行されることにより、上述のとおり、ユーザが商品を、電子商取引プラット
フォームを有する商取引サービスに出品するための商取引システム７１０が構築される。
また、記憶部３１４は、ユーザに関する情報（ユーザ情報Ｘ）を各ユーザに関連付けて、
および、その他の各種情報Ｚも記憶している。
【０１２１】
　ここで、ユーザ情報Ｘには、限定でなく例として、ユーザＩＤ、氏名、住所、電話番号
、メールアドレスなどの基本登録情報、ユーザアカウント口座の情報（口座番号、現金預
貯金、電子マネー、運用資金、予備資金、売上金、ポイント、クレジットカードのキャッ
シング枠などの残高、入出金履歴（金額、位置情報など）などが含まれる。
【０１２２】
　また、各種情報Ｚには、限定でなく例として、後記の商品情報、各ユーザによる商取引
における取引情報（取引に係るサービスの内容、取引金額、取引時刻、位置情報、環境情
報などを含む決済情報）、商取引システム７１０によって実行される処理に必要な種々の
設定パラメータや演算パラメータ、商取引システム７１０における操作ログなどが含まれ
る。なお、ユーザアカウント口座が外部サーバ１４０に設けられている場合には、例えば
、サーバ１１０が、外部サーバ１４０からネットワーク１３０を経由してユーザアカウン
ト口座に関する情報を取得し、記憶部３１４に記憶することができる。
【０１２３】
　サーバ１１０における制御部３１３の取引管理部４１５は、以下に示す商取引に係る多
くの処理を実行する。すなわち、取引管理部４１５は、ユーザＩＤなどの生成、商取引シ
ステム７１０への出品商品の登録、ユーザによる商取引における決済情報要求の受付けお
よびユーザの端末１２０への商品情報の送信、ユーザによる商取引における売上額の決済
要求の受付け、ユーザに対する入金処理に必要な手続きの指示、決済（売上げ額のユーザ
アカウント口座への入金）の実行、および、それらの管理を行う機能を有する。
【０１２４】
　また、口座管理部３１６は、ユーザアカウント口座、およびその口座情報と各ユーザと
の関連付け、これらの口座情報のユーザへの通知処理、ユーザアカウント口座の残高更新
などに関する処理、ならびに、それらの管理を行う機能を有する。
【０１２５】
　さらに、入出金管理部３１７は、ユーザアカウント口座への売上げ額の入金要求の受付
けおよび入金などに関する処理、ならびに、その管理を行う機能を有する。
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【０１２６】
　また、表示管理部３１８は、必要に応じて、商取引システム７１０による各種処理にか
かるユーザインターフェイス（ＵＩ）を、ユーザの端末１２０の各入出力Ｉ／Ｆ３２１（
出力装置）を介して表示するための画像データの作成に関する処理、ならびに、その管理
を行う機能を有する。そのＵＩには、限定でなく例として、ユーザ情報Ｘ、出品商品の読
取画面、ユーザによる端末１２０の画面上の操作状態などが含まれる。
【０１２７】
（２）端末の機能構成
　図１２に示すとおり、ユーザの端末１２０は、入出力Ｉ／Ｆ３２１と、通信Ｉ／Ｆ３２
２と、制御部３２３と、記憶部３２４とを有する。入出力Ｉ／Ｆ３２１は、図２の入出力
Ｉ／Ｆ２０４に相当し、通信Ｉ／Ｆ３２２は、図２の通信Ｉ／Ｆ２０５に相当する。また
、制御部３２３は、情報管理部３２５と、出品処理部４２６と、指示処理部３２７と、表
示処理部３２８とを有する。なお、各機能部の機能または処理は、実現可能な範囲におい
て、機械学習またはＡＩ（Artificial Intelligence）により実現されてもよい。
【０１２８】
　ユーザの端末１２０では、記憶部３２４に記憶された商取引システムアプリケーション
（プログラム）がプロセッサ２０１で実行されることにより、ユーザは、商取引システム
７１０へアクセスして、商品を出品可能な電子商取引プラットフォームを有する商取引サ
ービスを利用することができる。
【０１２９】
　ユーザの端末１２０において、制御部３２３の情報管理部３２５は、商取引システム７
１０において実行される各種処理に必要なユーザによる入力パラメータの管理、端末１２
０における各種設定処理および各種演算処理の制御、商品の読み取りに必要な処理、商取
引サービスの関連サーバ（各サーバ１１０）への出品情報要求の送信および商品情報の受
信、商品情報の選択処理、商品と商品情報との関連付けを行う機能を有する。また、出品
処理部４２６は、サーバ１１０へ送信するユーザによる商取引における出品に関する処理
、および、売上げ額の決済要求などの決済に関する処理を行う機能を有する。
【０１３０】
　さらに、指示処理部３２７は、サーバ１１０へ送信する商品情報要求、出品要求、およ
び出品以外のユーザによる指示（例えば各種設定および変更などの指示、ユーザアカウン
ト口座からの資金出金指示など）に関する処理を行う機能を有する。また、表示処理部３
２８は、サーバ１１０から送信される画像データに基づいて、ユーザの端末１２０側で実
行される商取引システム７１０の各種設定や各種処理におけるＵＩ画像を端末１２０の入
出力Ｉ／Ｆ３２１（出力装置）を介して表示する機能、加えて、必要に応じて、サーバ１
１０の表示管理部３１８で行われる各種画像データの作成に関する処理、ならびに、その
管理を、サーバ１１０に替えて行う機能を有する。
【０１３１】
＜第２実施形態の動作処理＞
　図１３および図１４を参照し、本実施形態に係る商取引システム７１０の処理について
説明する。図１３は、第２実施形態に係るサーバ１１０（ここでは、図１０と同様に、商
取引サービスＥ～Ｇの各関連サーバ７００ｅ～７００ｇとして示す。）と端末１２０との
処理のシーケンス図の一例を示し、また、本開示に係る情報処理方法における処理手順の
一例を示す図でもある。また、図１４（Ａ）～（Ｄ）は、第２実施形態に係る処理を行っ
ている状態を模式的に示す概念図である。なお、以下で説明する処理手順は一例に過ぎず
、各処理は、本開示の技術思想の範囲内において可能な限り変更されてよく、また、適宜
、ステップの省略、置換、および追加が可能である。
【０１３２】
　（ステップＳＰ２１）
　まず、ステップＳＰ２１において、ユーザが端末１２０を起動し、商取引システムアプ
リケーション（プログラム）を実行させると、端末１２０の入出力Ｉ／Ｆ３２１を介して
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所定のログイン画面が表示される。ユーザが入出力Ｉ／Ｆ３２１（入力装置）から自身の
ログイン情報を入力すると、指示処理部３２７がその情報を、商取引システム７１０の運
用サーバであるサーバ１１０へ送信してログインが許可され、表示管理部３１８が生成し
た初期画面の画像データを端末１２０へ送信する。端末１２０の表示処理部３２８は、そ
の画像データに基づいて、入出力Ｉ／Ｆ３２１（出力装置）を介して初期画面を表示する
。
【０１３３】
　初期画面としては、限定でなく例として、デフォルトとして用意されている特定の画面
、各種設定画面、決済サービスやｅ－コマースのポータルサイト画面、それらの個々のサ
イト画面、各種商取引サービスおよびユーザアカウント口座の情報画面、メニュー選択画
面、識別コードの読取・管理画面、ユーザが最終ログイン時に表示していた画面、ユーザ
によるカスタム画面、および、これらを組み合わせた画面などが挙げられる。
【０１３４】
　（ステップＳＰ２２）
　ユーザの端末１２０において出品商品の読み取り準備ができた後、ユーザは、商品Ｇａ
～Ｇｃを読み取る。ここでは、例えば、ユーザが端末１２０の表示画面を切り替えて、入
出力Ｉ／Ｆ３２１を介して商品読取画面を表示し、商品Ｇａ～Ｇｃを撮像することにより
一括して（一画像として）読み取る（図１４（Ａ）および（Ｂ）参照）。また、図１４（
Ｂ）に示す読取画像に基づいて、端末１２０の情報管理部３２５が、商品Ｇａ～Ｇｃを判
別するとともに、情報管理部３２５および表示処理部３２８が、その読取画像における商
品Ｇａ～Ｇｃの状態に対応した態様（例えば、同等の面積比率）で、商品Ｇａ～Ｇｃを再
表示する（図１４（Ｃ）参照；ただし、再表示は省略してもよい。）。このとおり、ステ
ップＳＰ２２が、本開示における「特定情報を取得するステップ」、および「特定情報を
動的に表示するステップ」の一例に相当する。なお、取得する特定情報は、商品Ｇａ～Ｇ
ｃのいずれか一つ（すなわち単一の商品）であってもよい。
【０１３５】
　（ステップＳＰ２３，ＳＰ７１）
　次に、ステップＳＰ２３では、端末１２０の情報管理部３２５が、商取引サービスＥ～
Ｇの各関連サーバ７００ｅ～７００ｇに対し、ユーザが端末１２０で読み取った商品Ｇａ
～Ｇｃ関する商品情報要求を送信する。次いで、ステップＳＰ７１では、商品情報要求を
受信した各関連サーバ７００ｅ～７００ｇが、例えば予め設定された項目に該当する商品
情報Ｓａ～Ｓｃを抽出または選択し、ユーザの端末１２０へ送信する。このとおり、ステ
ップＳＰ２３，ＳＰ７１が、本開示における「特定情報に対応付けられた商品情報を、１
以上の商取引サービスから取得するステップ」の一例に相当する。
【０１３６】
　ここで、「商品情報」としては、限定でなく例として、各商取引サービスＥ～Ｇにおい
て、事業者（事業主体）に関する情報、各商品の出品累積個数または現在の出品総数、各
商品の落札実績（平均落札額や落札額の範囲および分布、いわゆる落札相場）、関連付け
られたユーザアカウント口座や使用可能なポイントおよびクーポンの残高に関する情報、
付与されるポイントの額（ポイント率でもよい）またはクーポンに関する情報、実施また
は開催中のキャンペーンに関する情報、利用回数または利用頻度あるいはそれらに応じた
ユーザのランクに関する情報などに関する情報が含まれる。
【０１３７】
　（ステップＳＰ２４）
　次に、ステップＳＰ２４では、端末１２０の情報管理部３２５が、取得した商品情報Ｓ
ａ～Ｓｃのなかから、必要に応じて、例えば予め設定された項目の商品情報Ｓａ～Ｓｃを
選定し、情報管理部３２５および表示処理部３２８が、商品Ｇａ～Ｇｃと商品情報Ｓａ～
Ｓｃとをともに、入出力Ｉ／Ｆ３２１を介して画面表示する。このとおり、ステップＳＰ
２４が、本開示における「少なくとも１つの特定情報と、当該情報に対応付けられた商品
情報とをともに表示するステップ」の一例に相当する。
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【０１３８】
　ここで、商品と商品情報の表示態様としては、限定でなく例として、画面表示された商
品の近傍（例えば所定距離の範囲内）に決済情報を表示すること（図７（Ｄ）参照）、商
品に商品情報を重畳させた状態で表示すること、商品を始点とする吹き出し内に商品情報
を表示すること、商品をタップなどして指定したときにポップアップウィンドウ内に商品
情報を表示または音声で読み上げること、その他適宜の態様で商品と商品情報とを関連付
けて表示することなどが挙げられる。より具体的には、例えば商品と商品情報を近傍に表
示する場合、商品Ｇａの中心部と商品情報Ｓａの中心部の距離が、商品Ｇａの中心部と他
の商品Ｇｂ，Ｇｃの中心部の距離よりも短くなるように設定することができる。また、商
品情報の表示態様として、商品情報を、ＡＲ（仮想現実）技術により、仮想的に拡張され
た視覚情報として表示するようにすると、ユーザがより直感的かつ視覚的に商品情報を確
認または認識することができる。この場合、商品情報の種類によって、視覚効果を異なる
ようにしてもよく、これにより、商品情報の項目間の識別性を向上させることができる。
【０１３９】
　（ステップＳＰ２５，ＳＰ２６）
　それから、ステップＳＰ２５では、ユーザが表示された商品情報Ｓａ～Ｓｃを参考にし
ながら、商取引サービスＥ～Ｇのなかから所望の商取引サービスを少なくとも１つを選択
し（ここでは、商取引サービスＦを選択するとする。）、その商取引サービスＦに対応す
る商品情報Ｓｂをタップなどにより指定する（商取引サービスが１つの場合には、商品Ｇ
ｂをタップしてもよい。）。これにより、ステップＳＰ２６において、端末１２０の出品
処理部４２６が、その出品要求（出品リクエスト）を関連サーバ７００ｆへ送信し、商取
引サービスＦによる商取引機能が起動する。
【０１４０】
　（ステップＳＰ７２，ＳＰ７３）
　出品要求を受け付けた関連サーバ７００ｆの取引管理部４１５は、ステップＳＰ７２に
おいて、出品用の商取引プラットフォームを利用可能であり、かつ、ユーザが出品条件を
満たすことを確認し、その出品要求を承認する。
【０１４１】
　そして、ステップＳＰ７３において、関連サーバ７００ｆの取引管理部４１５および表
示管理部３１８は、商品の出品の完了をユーザへ通知するための画面の画像データを生成
し、ユーザの端末１２０へ送信する。端末１２０の表示処理部３２８は、その画像データ
に基づいて、入出力Ｉ／Ｆ３２１（出力装置）を介して、出品完了画面を表示し、商取引
における出品処理を完了する。
【０１４２】
＜＜第１実施例＞＞
　第２実施形態の第１実施例は、商品に関連付けて表示する商品情報として、取得し得る
種々の項目の商品情報を、全てそのまま表示する、または、一律に表示するのではなく、
取得して表示する商品情報の項目の種類や表示態様を、所定の条件に沿うように決定する
ためのオプション処理を行う実施例である。
【０１４３】
＜＜第１実施例の効果＞＞
　本実施例によれば、取得し得る商品情報が多い場合でも、ユーザにとって有用な商品情
報に絞り込んだ上で取得して表示することができるので、ユーザが希望する商取引サービ
スをより効率よく選択することが可能となる。その結果、出品処理におけるユーザの手間
と煩雑さを更に軽減して、ユーザの利便性を更に向上させることができる。また、予め取
得する項目を取捨選択して表示量を減らすことができるので、情報処理装置のリソースの
使用量やデータ通信量を一層節減することができる。
【０１４４】
＜＜第１実施例の動作処理＞＞
　図１５は、本実施例に係るサーバ１１０（ここでは、商取引サービスＥ～Ｇの関連サー
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バ７００ｅ～７００ｇとして示す。）と端末１２０との処理のシーケンス図の一例を示し
、また、本開示に係る情報処理方法における処理手順の一例を示す図でもある。図１５に
示すように、本実施例は、ステップＳＰ２２において商品の読み取りと表示を行った後に
、ステップＳＰ９０において、所定のオプション処理を行い、その後、商取引サービスの
関連サーバに、必要となる商品情報要求を送信すること以外は、図１３に示す第２実施形
態における処理手順と同等の処理を実施する。以下、オプション処理の各種具体例につい
て説明する。
【０１４５】
　（面積判定オプション）
　ユーザの端末１２０で撮影して読み込んだ商品が表示画面（図１４（Ｂ）または図１４
（Ｃ）参照）に占める面積（面積割合でもよい。）に応じて、例えば下記の条件に沿って
、取得して表示する商品情報の種類をスクリーニングすることができる。
【０１４６】
　具体的には、撮像された状態において所定の面積以上の商品のみについて、商品情報を
取得して表示する例が挙げられる。図１４（Ｂ）または図１４（Ｃ）に示す例では、ユー
ザは、商品Ｇｂを出品する意図が大きいことから、商品Ｇｂを中心に撮像したことが推察
される。そして、商品Ｇｂが所定の面積以上を占め、商品Ｇａ，Ｇｃが所定の面積未満で
ある場合、商品Ｇｂの商品情報のみを１以上の商取引サービスから取得して表示すること
により、ユーザの確認の手間を軽減することができる。
【０１４７】
　また、表示画面上に最も大きく表示される商品のみについて、商品情報を取得して表示
する例が挙げられる。図１４（Ｂ）または図１４（Ｃ）に示す例では、商品Ｇｂの表示面
積が最も大きいので、商品Ｇｂの商品情報のみを１以上の商取引サービスから取得して表
示することにより、ユーザの確認の手間を軽減することができる。この際、取得して表示
する商品情報の種類としては、単一項目でも複数項目でもよい。
【０１４８】
　さらに、取得された商品画像が単一の場合でも複数の場合でも、表示画面における面積
に応じて、取得して表示する商品情報の項目を決定する例が挙げられる。例えば、面積が
所定値未満の商品の場合、各商取引サービスにおける商品の出品数に関する情報のみを取
得して表示し、面積が所定値以上の商品の場合、各商品の落札実績（落札相場）に関する
情報のみを取得して表示するようにしてもよい。また、取得された商品画像が単一の場合
でも複数の場合でも、例えば画面表示に対する面積割合が大きくなるほど（または逆に小
さくなるほど）、表示する商品情報の情報量を多く（または逆に少なく）するようにして
もよい。この場合、例えば、遠くに写っている面積割合が比較的小さい商品については、
商品情報として各商取引サービスにおける商品の出品数のみ（商品情報が一種類）表示し
、近くに写っている面積割合が比較的大きい商品については、諸品情報として出品数と落
札実績（商品情報が複数種類）を表示するといった態様が挙げられる。
【０１４９】
　（商品情報の優先度オプション）
　商品情報の各項目に優先度を設定し、その優先度に応じて、取得する商品情報の種類を
決定する。この場合、各項目の優先度は、例えばユーザが選択して設定することができる
。例えば、商品情報のうち、商取引サービスの事業者に関する情報、出品数、落札実績な
どに、予め優先度（表示する順位）を設定しておくことができる。
【０１５０】
　（商取引サービスの優先度オプション）
　商取引サービスに優先度を設定し、その優先度に応じて、取得する商品情報を決定する
。例えば、ユーザによる使用履歴や使用頻度の高い順に優先度を設定し、優先度が高い順
に所定の数の商取引サービスのみについて、商品情報の全部または一部を取得して表示し
てもよいし、ユーザによる使用履歴がある商取引サービスのみについて、決済情報の全部
または一部を取得して表示するようにしてもよい。
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【０１５１】
　なお、上記の優先度や使用履歴などの情報は、ユーザの端末１２０側で保持してもよい
し、当該商取引システムにおける処理が、商取引サービスの関連サーバ以外のサーバ、ま
たは、特定の商取引サービスの関連サーバを経由することが前提であれば、そのサーバに
保持するようにすることもできる。また、上記において、商品情報を表示または非表示に
する例について説明したが、各種優先度に応じて商品情報の表示態様を決定するようにし
てもよい。この場合、表示態様としては、限定でなく例として、表示色、表示フォント、
表示サイズ、アニメーションやコンテンツの付加、仮想的に拡張された視覚情報の変更な
どが挙げられる。これにより、ユーザによる商品情報の視認性を高めることができる。
【０１５２】
＜＜第２実施例＞＞
　第２実施形態の第２実施例は、商品に関連付けて表示する商品情報として、取得した種
々の項目の商品情報を、全てそのままあるいは一律に表示するのではなく、表示する商品
情報の種類や表示態様を、所定の条件に沿うように変更するためのオプション処理を行う
実施例である。
【０１５３】
＜＜第２実施例の効果＞＞
　本実施例によれば、取得した商品情報が多い場合でも、ユーザにとって有用な商品情報
に絞り込んで表示することができるので、ユーザが希望する商取引サービスをより効率よ
く選択することが可能となる。その結果、出品処理におけるユーザの手間と煩雑さを更に
軽減して、ユーザの利便性を更に向上させることができる。また、表示項目を取捨選択し
て表示量を減らすことができるので、情報処理装置のリソースの使用量を一層節減するこ
とができる。
【０１５４】
＜＜第２実施例の動作処理＞＞
　図１６は、本実施例に係るサーバ１１０（ここでは、商取引サービスＥ～Ｇの関連サー
バ７００ｅ～７００ｇとして示す。）と端末１２０との処理のシーケンス図の一例を示し
、また、本開示に係る情報処理方法における処理手順の一例を示す図でもある。図１６に
示すように、本実施例は、ステップＳＰ７１において各商取引サービスＥ～Ｇの関連サー
バ７００ｅ～７００ｇから各商品情報Ｓａ～Ｓｃを取得した後に、ステップＳＰ９１にお
いて、所定のオプション処理を行うことにより、表示する決済情報を必要となる決済情報
へ変更すること以外は、図１３に示す第２実施形態における処理手順と同等の処理を実施
する。以下、オプション処理の各種具体例について説明する。
【０１５５】
　（面積判定オプション）
　ユーザの端末１２０で撮影して読み込んだ商品が表示画面（図１４（Ｂ）または図１４
（Ｃ）参照）に占める面積（面積割合でもよい。）に応じて、例えば下記の条件に沿って
、取得した商品情報のうち表示する商品情報の種類をスクリーニングすることができる。
【０１５６】
　具体的には、撮像された状態において所定の面積以上の商品のみについて、商品情報を
表示する例が挙げられる。図１４（Ｂ）または図１４（Ｃ）に示す例では、ユーザは、商
品Ｇｂを出品する意図が大きいことから、商品Ｇｂを中心に撮像したことが推察される。
そして、商品Ｇｂが所定の面積以上を占め、商品Ｇａ，Ｇｃが所定の面積未満である場合
、商品Ｇｂの商品情報のみを表示することにより、ユーザの確認の手間を軽減することが
できる。
【０１５７】
　また、表示画面上に最も大きく表示される商品のみについて、商品情報を表示する例が
挙げられる。図１４（Ｂ）または図１４（Ｃ）に示す例では、商品Ｇｂの表示面積が最も
大きいので、商品Ｇｂ決済情報のみを表示することにより、ユーザの確認の手間を軽減す
ることができる。この際、取得して表示する商品情報の種類としては、単一項目でも複数
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項目でもよい。
【０１５８】
　さらに、取得された商品画像が単一の場合でも複数の場合でも、表示画面における面積
に応じて、表示する商品情報の項目を変更する例が挙げられる。例えば、面積が所定値未
満の商品の場合、各商取引サービスにおける商品の出品数に関する情報のみを表示し、面
積が所定値以上の商品の場合、各商品の落札実績（落札相場）に関する情報のみを表示す
るようにしてもよい。また、取得された商品画像が単一の場合でも複数の場合でも、例え
ば画面表示に対する面積割合が大きくなるほど（または逆に小さくなるほど）、表示する
商品情報の情報量を多く（または逆に少なく）するようにしてもよい。この場合、例えば
、遠くに写っている面積割合が比較的小さい商品については、商品情報として各商取引サ
ービスにおける商品の出品数のみ（商品情報が一種類）表示し、近くに写っている面積割
合が比較的大きい商品については、諸品情報として出品数と落札実績（商品情報が複数種
類）を表示するといった態様が挙げられる。
【０１５９】
　（商品情報の優先度オプション）
　商品情報の各項目に優先度を設定し、その優先度に応じて、表示する商品情報の種類を
変更する。この場合、各項目の優先度は、例えばユーザが選択して設定することができる
。例えば、商品情報のうち、商取引サービスの事業者に関する情報、出品数、落札実績な
どに、予め優先度（表示する順位）を設定しておくことができる。
【０１６０】
　（商取引サービスの優先度オプション）
　商取引サービスに優先度を設定し、その優先度に応じて、表示する商品情報を変更する
。例えば、ユーザによる使用履歴や使用頻度の高い順に優先度を設定し、優先度が高い順
に所定の数の商取引サービスのみについて、商品情報の全部または一部を表示してもよい
し、ユーザによる使用履歴がある商取引サービスのみについて、商品情報の全部または一
部を表示するようにしてもよい。
【０１６１】
　（商品情報項目の優先度オプション）
　取得した商品情報の種類毎に、その商品情報項目の優先度に応じて表示する商品情報を
変更してもよい。例えば、商品情報が、落札実績（落札相場）である場合、実績値が最も
高い商取引サービスのみについて、その商品情報を含む商品情報を表示するようにしても
よい。また、商品情報が、キャンペーンの開催または実施の有無である場合、キャンペー
ンを開催または実施している商取引サービスのみについて、その商品情報を含む商品情報
を表示するようにしてもよい。
【０１６２】
　なお、上記の優先度や使用履歴などの情報は、ユーザの端末１２０側で保持してもよい
し、当該商取引システムにおける処理が、商取引サービスの関連サーバ以外のサーバ、ま
たは、特定の商取引サービスの関連サーバを経由することが前提であれば、そのサーバに
保持するようにすることもできる。また、上記において、商品情報を表示または非表示に
する例について説明したが、各種優先度に応じて商品情報の表示態様を決定するようにし
てもよい。この場合、表示態様としては、限定でなく例として、表示色、表示フォント、
表示サイズ、アニメーションやコンテンツの付加などが挙げられる。これにより、ユーザ
による商品情報の視認性を高めることができる。
【０１６３】
＜＜第３実施例＞＞
　第２実施形態の第３実施例は、商品が撮像などにより取得された場所の位置情報に基づ
いて、起動される機能が変更される実施例である。
【０１６４】
＜＜第３実施例の効果＞＞
　本実施例によれば、ユーザが販売主体となって商品などを商取引プラットフォームに出
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品する場合、および、ユーザが購入主体となって、実店舗や商取引プラットフォームから
商品などを購入する場合のいずれにも対応することができる機能を、ユーザの端末１２０
から起動することができるので、ユーザがとり得る商取引形態に柔軟に対応することがで
き、ユーザの利便性を更に一層向上させることができる。
【０１６５】
＜＜第３実施例の動作処理＞＞
　例えば、識別コードや商品画像の取得場所が自宅である場合、前述した第２実施形態に
係る処理、すなわち、ユーザが販売主体となって、商品などを販売用の商取引プラットフ
ォームに出品することを前提に、その商品情報が表示される処理が実行される。一方、識
別コードや商品画像の取得場所が自宅以外である場合、ユーザが購入主体となって、実店
舗や購入用の商取引プラットフォームから商品などを購入することを前提に、その決済情
報が表示される処理が実行される。この場合、実店舗において識別コードを用いた決済が
、前述した第１実施形態に含まれる。また、実店舗において商品を撮像などした場合には
、例えば複数の購入用の商取引プラットフォーム（のオンラインストアなど）で販売され
ている当該商品の商品情報を取得して、その商品情報を表示することにより、ユーザは最
も安価なオンラインストアなどでその商品を購入することができる。また、ユーザの端末
１２０の画面表示上で、スワイプ操作などにより、それらの各機能を任意に切り替えるこ
とができるように構成してもよい。このとおり、特定情報（識別コードや商品画像など）
が取得された場所の位置情報が所定の範囲外（例えば自宅以外）である場合に、ユーザに
よる購入処理を実行し、特定情報（識別コードや商品画像など）が取得された場所の位置
情報が所定の範囲内（例えば自宅）である場合に、ユーザによる商品の出品処理を実行す
ることにより、商取引の汎用性およびユーザの利便性をさらに高めることができる。
【０１６６】
　なお、識別コードや商品画像の取得場所を特定する場合、ユーザの端末１２０は、位置
情報測定部を有してもよい。この位置情報測定部は、端末１２０の現在位置の位置情報を
測定する機能を備える。位置情報測定部は、限定でなく例として、ＧＰＳ（global posit
ioning system）を用いて、端末１２０の現在位置の位置情報として、該端末１２０の緯
度および経度を測定する。なお、位置情報測定部による端末１２０の位置情報の測定は、
端末１２０の位置情報を測定できれば、どのような方法を用いてもよい。限定でなく例と
して、位置情報測定部は、ＩＭＥＳ（Indoor MEssaging System）、Ｗｉ－Ｆｉ、ＲＦＩ
Ｄ（Radio Frequency Identifier）、ＮＦＣ（Near Field Communication）、ＢＬＥ（Bl
uetooth Low Energy）、超音波などの近距離無線通信、ＬＴＥやＣＤＭＡなどの移動体通
信システムなどを利用して、端末１２０の位置情報を測定してもよい。
【０１６７】
＜第３実施形態＞
　第３実施形態は、ユーザがスマートフォンなどの端末１２０を用い、ネットワーク１３
０経由によるオンライン処理で、店舗におけるユーザによる商取引の支払いや商取引に関
連する特典の受領などを、識別コードを用いて行う電子決済への適用例を示す実施形態で
ある。また、その識別コードを用いた行為に対応付けられた付加情報を、ＡＲ（仮想現実
）技術を用いて、仮想的に拡張された視覚情報として表示する適用例である。
【０１６８】
　本実施形態は、限定でなく例として、図３に示す第１実施形態に係る決済システムの構
成を用いて実施することができる。なお、店舗側で用意される決済用の識別コードは、単
数でも複数でもよく（つまり、利用する決済サービスも単数でも複数でもよい）、また、
決済用の識別コードに加えて、または、決済用の識別コードに替えて、ユーザへの特典付
与用の識別コードであってもよい。このとおり、決済用の識別コード、または、ユーザへ
の特典付与用の識別コードが、本開示における「店舗に対応付けられた特定情報」の一例
に相当する。
【０１６９】
　本実施形態では、図３に示す決済システム６１０などでユーザが購入した商品の決済処
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理（会計）を識別コード用いて行った後、ユーザの端末１２０に、その決済処理に関連付
けられた特典付与に関する付加情報を表示する。この付加情報としては、限定でなく例と
して、ユーザが引くことができるくじ、ユーザが使用することができるクーポン、ユーザ
が使用することができるポイントなどが挙げられる。このとおり、これらの付加情報が、
本開示における「特定情報に対応付けられた付加情報」の一例に相当する。
【０１７０】
＜第３実施形態の効果＞
　先に述べたとおり、店舗（例えばコンビニエンスストアや飲食店など）での商品などの
会計時に、ユーザに対して、紙媒体などを使用したくじ引きやクーポンなどの特典が付与
されることがあるが、ユーザによっては、会計が終わってから、物理的にくじを引いたり
紙クーポンを受け取ったりする作業を面倒に感じることも多く、識別コードによる決済処
理の利便性が損なわれてしまうおそれがある。
【０１７１】
　これに対し、本実施形態によれば、端末１２０を用いた識別コードによる決済後に、そ
の端末に、くじやクーポンなどの付加情報を表示することができるので、ユーザは、くじ
引きやクーポンまたはポイントの付与などの特典を直ちに受けることができる。すなわち
、従来は分離されていた電子決済と、くじ引きやクーポンといった特典付与の機会を、ユ
ーザの端末１２０において統合することができる。また、その場でそれらの特典を受け取
ることができない場合でも、一旦、端末１２０で付加情報を受領して保存しておけば、有
効期限内におけるユーザの都合のよいタイミングで、それらの特典を享受することができ
る。このように、識別コードによる決済の手軽さや迅速性という利点を損なうことなく、
ユーザに特典を付与することができるので、識別コードによる決済への動機付けを高めか
つ付加価値を付与することができる。さらに、くじ引きやクーポンの付与といった付加情
報が、仮想的に拡張された視覚情報として表示されるので、ユーザによる視認性と興趣性
を高めることができる。
【０１７２】
＜第３実施形態の機能構成＞
（１）サーバの機能構成
　第３実施形態におけるサーバ１１０の機能構成は、第１実施形態におけるサーバ１１０
の機能構成と実質的に同等であるので、ここでの詳細な説明は省略する。
【０１７３】
（２）端末の機能構成
　第３実施形態における端末１２０の機能構成は、第１実施形態における端末１２０の機
能構成と実質的に同等であるので、ここでの詳細な説明は省略する。
【０１７４】
＜第３実施形態の動作処理＞
　図１７を参照し、本実施形態に係る決済システム６１０の処理について説明する。図１
７は、第３実施形態に係るサーバ１１０と端末１２０（ユーザの端末１２０Ａおよび店舗
の端末１２０Ｂ）の処理のシーケンス図の一例を示し、また、本開示に係る情報処理方法
における処理手順の一例を示す図でもある。なお、以下で説明する処理手順は一例に過ぎ
ず、各処理は、本開示の技術思想の範囲内において可能な限り変更されてよく、また、適
宜、ステップの省略、置換、および追加が可能である。
【０１７５】
　（ステップＳＢ１，ＳＡ１）
　まず、ユーザが店舗にて商品の購入などの商取引を行うと、ステップＳＢ１において、
店舗担当者が店舗の端末１２０Ｂを起動し、決済システムアプリケーション（プログラム
）を実行させ、端末１２０Ｂの入出力Ｉ／Ｆ３２１を介して所定のログイン画面が表示さ
れる。店舗担当者が入出力Ｉ／Ｆ３２１（入力装置）を介して自身のログイン情報を入力
すると、指示処理部３２７がその情報をサーバ１１０へ送信してログインが許可され、表
示管理部３１８が生成した初期画面の画像データを端末１２０Ｂへ送信する。端末１２０
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Ｂの表示処理部３２８は、その画像データに基づいて、入出力Ｉ／Ｆ３２１（出力装置）
を介して初期画面を表示する。
【０１７６】
　また、ステップＳＡ１において、ユーザが端末１２０Ａを起動し、決済システムアプリ
ケーション（プログラム）を実行させると、端末１２０Ａの入出力Ｉ／Ｆ３２１を介して
所定のログイン画面が表示される。ユーザが入出力Ｉ／Ｆ３２１（入力装置）から自身の
ログイン情報を入力すると、指示処理部３２７がその情報をサーバ１１０へ送信してログ
インが許可され、表示管理部３１８が生成した初期画面の画像データを端末１２０Ｂへ送
信する。端末１２０Ｂの表示処理部３２８は、その画像データに基づいて、入出力Ｉ／Ｆ
３２１（出力装置）を介して初期画面を表示する。
【０１７７】
　（ステップＳＢ２，ＳＡ２～ＳＡ４）
　ユーザの端末１２０Ａにおいて識別コードの読み取り準備ができた後、ステップＳＢ３
では、店舗担当者が店舗の端末１２０Ｂの表示画面を切り替えて、入出力Ｉ／Ｆ３２１を
介して店舗に対応付けられた識別コードを表示し、ユーザに提示する。ステップＳＡ２で
は、ユーザが端末１２０Ａの表示画面を切り替えて、入出力Ｉ／Ｆ３２１を介して識別コ
ード読取画面を表示し、例えばその識別コードを撮像することにより読み取る。次に、ス
テップＳＡ３において、ユーザが端末１２０Ａの表示画面を切り替えて、入出力Ｉ／Ｆ３
２１を介して支払い額の入力画面を表示し、数字キーのタップ入力や音声入力などにより
、商取引の対価の額を指定する。次いで、ステップＳＡ４において、端末１２０Ａの注文
処理部３２６が、指定金額とともにその決済要求（決済リクエスト）をサーバ１１０へ送
信する。なお、図１７においては、ステップＳＡ３として、ユーザが支払い額の入力を行
う代わりに、店員が店舗の端末１２０Ｂに支払い額を入力し、識別コードとともにユーザ
に提示してもよい。これにより、ユーザの端末１２０Ａが識別コードを読み込んだ時に金
額情報を取得することも可能となる。このとおり、ステップＳＡ２が、本開示における「
店舗に対応付けられた特定情報を取得するステップ」の一例に相当する。なお、取得する
特定情報は、第１実施形態と同様に、単一の識別コードで複数の識別コードであってもよ
い。
【０１７８】
　（ステップＳ１０１）
　決済要求を受け付けたサーバ１１０の決済管理部３１５および口座管理部３１６は、ス
テップＳ１０１において、ユーザアカウント口座の残高を確認し、その残高が指定金額以
上であれば、サーバ１１０の決済管理部３１５および入出金管理部３１７は、その決済要
求を承認する。また、ステップＳ１０２では、さらに、その指定金額を、ユーザアカウン
ト口座から出金し、識別コードに関連付けられている店舗アカウント口座へ入金する。
【０１７９】
　（ステップＳ１０２）
　次に、ステップＳ１０２において、サーバ１１０の口座管理部３１６および表示管理部
３１８は、入出金の完了、および、更新されたユーザアカウント口座および店舗アカウン
ト口座の残高を、それぞれユーザおよび店舗へ通知するための画面の画像データを生成し
、端末１２０Ａ，１２０Ｂへ送信する。端末１２０Ａ，１２０Ｂの表示処理部３２８は、
その画像データに基づいて、入出力Ｉ／Ｆ３２１（出力装置）を介して、決済完了画面お
よび残高通知画面を表示し、決算処理を完了する。
【０１８０】
　（ステップＳ１０３，Ｓ１０４）
　次いで、ステップＳ１０３において、サーバ１１０の決済管理部３１５は、ユーザによ
る決済処理が所定条件を満たすか否かを確認し、所定条件を満たす場合に、ステップＳ１
０４において、ユーザへ付与する特典（例えばくじ、クーポン、ポイントなど）に関する
情報をユーザの端末１２０Ａへ送信する。なお、ステップＳ１０３における所定条件の確
認は、サーバ１１０に替えて、店舗の端末１２０Ｂで行ってもよく、この場合、店舗の端
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末１２０Ｂが、サーバ１１０に対して、端末１２０Ａへ特典に関する情報を送信する指示
を送るようにしてもよい。
【０１８１】
　ここで、所定条件としては、限定でなく例として、以下または以下のいずれかの組み合
わせを挙げることができる。
・決済額（商取引の金額）が所定金額以上である。
・特定の商品を購入した。
・所定期間に来店した。
・所定期間に来店して商品を購入（商取引）した。
・所定期間内に所定回数来店した。
・特定の商品を含む商品を購入（商取引）した。
・特定の位置を経由した（例えば所定の時間帯に所定のレジで決済した。）
【０１８２】
　（ステップＳＡ５，ＳＡ６）
　それから、ステップＳＡ５において、特典情報を受信したユーザの端末１２０Ａの情報
管理部３２５および表示処理部３２８は、特典情報に基づいて、特典をＡＲ（仮想現実）
表示するための画像データを生成し、入出力Ｉ／Ｆ３２１を介して、特典の内容を仮想的
に拡張された視覚情報として表示する。例えば、特典がくじの場合、種々の抽選形態のく
じをＡＲ表示することにより、娯楽性や興趣性を高めることができる。ユーザは、表示さ
れた特典の内容を実施（例えば、くじを引く、クーポンを選択する、ポイントを受け取る
など）し、その実施結果としての特典を獲得する。そして、ステップＳＡ６において、ユ
ーザの端末１２０Ａの情報管理部３２５は、その特典の結果をサーバ１１０へ送信する。
なお、ユーザが獲得した特典の情報は、ユーザに関連付けられてサーバ１１０の記憶部３
１４および／または端末１２０Ａの記憶部３２４に保持され、ユーザは適宜のタイミング
でその特典を使用（行使）することができる。このとおり、ステップＳＡ５が、本開示に
おける「特定情報に対応付けられた付加情報を、仮想的に拡張された視覚情報として表示
するステップ」の一例に相当する。
【０１８３】
＜＜第１実施例＞＞
　第３実施形態の第１実施例は、商取引の有無に関係なく、店舗が設定した特典をユーザ
が獲得する機会を付与する実施例であり、決済処理に使用する決済用の識別コードではな
く、特典付与用の識別コードを用いる実施例である。
【０１８４】
＜＜第１実施例の効果＞＞
　本実施例によれば、店舗による商品購入時とは異なる機会に、その店舗で使用し得る特
典を獲得する機会が増大するので、ユーザによる店舗での商品購入を促進することが可能
になるともに、特典付与用の識別コードの配置設定を工夫することにより、識別コードに
よる決済処理の使用頻度を増大させることができる。
【０１８５】
＜＜第１実施例の動作処理＞＞
　図１８は、本実施例に係るサーバ１１０と端末１２０（ユーザの端末１２０Ａおよび店
舗の端末１２０Ｂ）との処理のシーケンス図の一例を示し、また、本開示に係る情報処理
方法における処理手順の一例を示す図でもある。
【０１８６】
　（ステップＳＢ１１，ＳＢ１２）
　まず、ステップＳＢ１１において、店舗担当者が、任意のタイミングで店舗の端末１２
０Ｂを起動し、決済システムアプリケーション（プログラム）を実行させ、端末１２０Ｂ
の入出力Ｉ／Ｆ３２１を介して所定のログイン画面を表示してログインし、入出力Ｉ／Ｆ
３２１（出力装置）を介して初期画面を表示する。それから、ステップＳＢ１２では、店
舗担当者が店舗の端末１２０Ｂの表示画面を切り替えて、入出力Ｉ／Ｆ３２１を介して、
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ユーザに付与する特典に関する設定画面を表示する。この設定画面において、特典付与用
の識別コードを生成し、端末１２０Ｂの情報管理部３２５が、その識別コードを店舗に関
連付けて、識別コードを付与可能な場所（例えば店舗の敷地内、店舗内の特定の場所など
）や特典の内容（例えば、ユーザが引くことができるくじ、ユーザが使用することができ
るクーポン、ユーザが使用することができるポイントなど）に関する情報をサーバ１１０
へ送信する。この場合、ユーザが特典付与用の識別コードを取得することができる空間的
な範囲を、任意に所望の箇所に設定することができる。
【０１８７】
　（ステップＳＡ１１，ＳＡ１２）
　一方、ステップＳＡ１１で、店舗に来店したユーザが任意のタイミングで端末１２０Ａ
を起動し、決済システムアプリケーション（プログラム）を実行させ、端末１２０Ａの入
出力Ｉ／Ｆ３２１を介して所定のログイン画面を表示してログインし、入出力Ｉ／Ｆ３２
１（出力装置）を介して初期画面を表示する。それから、ステップＳＡ１２において、端
末１２０Ａの指示処理部３２７が、店舗の場所に関する情報を、限定でなく例として、店
舗に設置されている特定の識別コードや、ＧＰＳ情報などを利用する位置測定部による測
位データを用いてサーバ１１０へ送信する。
【０１８８】
　（ステップＳ１１１，Ｓ１１２）
　スッテプＳ１１１では、端末１２０Ａからの店舗情報を受信したサーバ１１０の決済管
理部３１５は、その店舗情報に対応する店舗において、ユーザへ付与する特典が設定され
ているか否かを検索する。特典が設定されている場合には、ステップＳ１１２において、
ユーザへ付与する特典（例えばくじ、クーポン、ポイントなど）に関する情報をユーザの
端末１２０Ａへ送信する。
【０１８９】
　（ステップＳＡ５，ＳＡ６）
　それから、ステップＳＡ５において、特典情報を受信したユーザの端末１２０Ａの情報
管理部３２５および表示処理部３２８は、特典情報に基づいて、特典をＡＲ（仮想現実）
表示するための画像データを生成し、入出力Ｉ／Ｆ３２１を介して、特典の内容を仮想的
に拡張された視覚情報として表示する。例えば、特典がくじの場合、種々の抽選形態のく
じをＡＲ表示することにより、娯楽性や興趣性を高めることができる。ユーザは、表示さ
れた特典の内容を実施（例えば、くじを引く、クーポンを選択する、ポイントを受け取る
など）し、その実施結果としての特典を獲得する。そして、ステップＳＡ６において、ユ
ーザの端末１２０Ａの情報管理部３２５は、その特典の結果をサーバ１１０へ送信する。
なお、ユーザが獲得した特典の情報は、ユーザに関連付けられてサーバ１１０の記憶部３
１４および／または端末１２０Ａの記憶部３２４に保持され、ユーザは適宜のタイミング
でその特典を使用（行使）することができる。
【０１９０】
　また、特典付与用の識別コードが、店舗内の複数の位置に設定されている場合には、そ
の位置情報を含めてユーザの端末１２０へ送信し、ユーザがＧＰＳなどを利用して、設置
されている識別コードを探索することができるようにしてもよい。この場合、店舗内の任
意の場所に特典を獲得するための識別コードを設置し、位置情報を利用することにより、
店舗内の顧客の動線を意図的に設定し易くなるので、店舗内の任意の場所へユーザを誘導
し易くなる。
【０１９１】
＜＜第２実施例＞＞
　第３実施形態の第２実施例は、ユーザに付与された特典の対象商品（くじの当選商品や
クーポンの対象商品など）を、ユーザの端末１２０ＢにＡＲ表示により仮想的に拡張され
た視覚情報として表示する実施例である。
【０１９２】
＜＜第２実施例の効果＞＞
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　本実施例によれば、ユーザが獲得した特典の対象商品を、端末１２０Ｂにおいて簡易に
かつ実像に即して確認することができ、これにより、ユーザがその対象商品の情報を別途
調査したり探したりすることなく、ユーザにとって有用な商品であるか否かを迅速に見極
め易くなる。
【０１９３】
＜＜第２実施例の動作処理＞＞
　本実施例では、図１８のステップＳＢ１２において、店舗の端末１２０Ｂでユーザに付
与する特典を設定する際に、その特典の対象商品に関する情報を併せてサーバ１１０へ送
信しておき、サーバ１１０側で、その対象商品のＡＲ表示用の画像データを作成しておく
。そして、ステップＳ１１２において、ユーザへ付与する特典（例えばくじ、クーポン、
ポイントなど）に関する情報に、特典の対象商品のＡＲ表示用の画像データを含めてユー
ザの端末１２０Ａへ送信し、ユーザがその特典の対象商品を獲得した際に、受信しておい
た画像データに基づいて、入出力Ｉ／Ｆ３２１（出力装置）を介して、対象商品のＡＲ表
示を行うことができる。
【０１９４】
＜＜第３実施例＞＞
　第３実施形態の第３実施例は、ユーザに付与された特典の対象商品（くじの当選商品や
クーポンの対象商品など）が店舗で販売または店舗内にある商品である場合に、その対象
商品の位置を、ユーザの端末１２０Ｂに表示する実施例である。
【０１９５】
＜＜第３実施例の効果＞＞
　本実施例によれば、ユーザが獲得した特典の対象商品の店舗内における位置を、端末１
２０Ｂにおいて簡易に認知することができるので、ユーザがその対象商品を店舗内で受け
取りたい場合や対象商品を確認したい場合に、対象商品を自ら探し易くなる。
【０１９６】
＜＜第３実施例の動作処理＞＞
　本実施例では、図１８のステップＳＢ１２において、店舗の端末１２０Ｂでユーザに付
与する特典を設定する際に、その特典の対象商品の店舗における位置情報（例えば、店舗
内の任意の基準点に基づく座標系における３次元座標位置など）を併せてサーバ１１０へ
送信しておく。そして、ステップＳ１１２において、ユーザへ付与する特典（例えばくじ
、クーポン、ポイントなど）に関する情報に、特典の対象商品の位置情報を含めてユーザ
の端末１２０Ａへ送信する。ユーザがその特典の対象商品を獲得した際に、ユーザの端末
１２０Ｂの基準点に対する相対位置と、対象商品の位置情報に基づいて、端末１２０Ｂと
対象商品との相対的な位置関係を算出し、その算出結果に基づいて、端末１２０Ｂに対象
商品の位置を指示するオブジェクトなどを表示することができる。
【０１９７】
＜＜第４実施例＞＞
　第３実施形態の第４実施例は、店舗における決済前に、ユーザに特典情報を付与する実
施例である。
【０１９８】
＜＜第４実施例の効果＞＞
　本実施例によれば、ユーザの端末１２０を用いた識別コードによる決済前に、その端末
に、くじやクーポンなどの付加情報を表示するので、ユーザは、くじ引きやクーポンまた
はポイントの付与などの特典を、決済に先立って受けることができ、その結果、予め獲得
した特典を決済時の支払い金額に充当することができる。
【０１９９】
＜＜第４実施例の動作処理＞＞
　本実施例では、図１８に示す処理でユーザが獲得した特典の結果が、クーポンまたはポ
イントであった場合に、その使用形態として、ユーザの指示により、それらのクーポンや
ポイントの一部または全部を、決済時の支払い金額に充当する処理を実行する。
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【０２００】
　以上、本開示の一例としての上記実施形態および各実施例について詳細に説明してきた
が、前述した説明はあらゆる点において本開示の一例を示すに過ぎず、本開示の範囲を逸
脱することなく種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもなく、また、上記
実施形態および上記各実施例は、部分的に置換してもよく、適宜組み合わせて構成するこ
とも可能であり、さらに、例えば、各実施形態および各実施例において適宜言及したよう
な変更が可能である。
【０２０１】
（付記１－１）
　情報処理装置に、
　特定情報を動的に表示するステップと、
　前記特定情報に対応付けられた決済情報を取得するステップと、
　前記特定情報と、当該特定情報に対応付けられた決済情報とをともに表示するステップ
と、を実行させる情報処理プログラム。
【０２０２】
（付記１－２）
　前記特定情報は、前記特定情報に対応付けられた決済サービスを用いて決済を行うため
の識別コードである、付記１－１に記載の情報処理プログラム。
【０２０３】
（付記１－３）
　前記特定情報は、２以上の前記特定情報に対応付けられた決済サービスを用いて決済を
行うための識別コードである、付記１－１または１－２に記載の情報処理プログラム。
【０２０４】
（付記１－４）
　前記決済情報を、仮想的に拡張された視覚情報として表示する、付記１－１から１－３
のいずれかに記載の情報処理プログラム。
【０２０５】
（付記１－５）
　前記情報処理装置に、
　ユーザの操作に応答して、前記商取引で使用する決済サービスを選択するステップをさ
らに実行させる付記１－１から１－４のいずれかに記載の情報処理プログラム。
【０２０６】
（付記１－６）
　前記情報処理装置に、
　前記特定情報の各々の面積に応じて、前記特定情報または前記決済情報の少なくとも一
方の表示態様を決定または変更するステップをさらに実行させる付記１－１から１－５の
いずれかに記載の情報処理プログラム。
【０２０７】
（付記１－７）
　前記特定情報のうち、所定値以上の前記面積を有する特定情報のみについて、前記決済
情報を表示する、付記１－６に記載の情報処理プログラム。
【０２０８】
（付記１－８）
　前記特定情報のうち、最大の前記面積を有する特定情報のみを表示する、または、最大
の前記面積を有する特定情報のみについて、前記決済情報を表示する、付記１－６に記載
の情報処理プログラム。
【０２０９】
 (付記１－９)
　前記特定情報の各々の面積に応じて、表示する前記決済情報の種類を決定または変更す
る、付記１－６に記載の情報処理プログラム。
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【０２１０】
（付記１－１０）
　前記情報処理装置に、
　前記決済情報の優先度に応じて、前記決済情報の表示態様を決定または変更するステッ
プをさらに実行させる付記１－１から１－９のいずれかに記載の情報処理プログラム。
【０２１１】
（付記１－１１）
　前記情報処理装置に、
　前記決済サービスの優先度に応じて、前記特定情報または前記特定情報および前記決済
情報の少なくとも一方の表示態様を決定または変更するステップをさらに実行させる付記
１－１から１－１０のいずれかに記載の情報処理プログラム。
【０２１２】
（付記１－１２）
　前記情報処理装置に、
　前記決済情報に含まれる項目の優先度に応じて、前記決済情報の表示態様を決定または
変更するステップをさらに実行させる付記１－１から１－１１のいずれかに記載の情報処
理プログラム。
【０２１３】
（付記１－１３）
　情報処理装置に、
　前記特定情報が取得された場所の位置情報が所定の範囲外である場合に、
　前記特定情報を動的に表示するステップと、
　前記特定情報に対応付けられた決済情報を取得するステップと、
　前記特定情報と、当該特定情報に対応付けられた決済情報とをともに表示するステップ
と、を実行させる付記１－１から１－１２のいずれかに記載の情報処理プログラム。
【０２１４】
（付記１－１４）
　特定情報を動的に表示するステップと、
　前記特定情報に対応付けられた決済情報を取得するステップと、
　前記特定情報と、当該特定情報に対応付けられた決済情報とをともに表示するステップ
と、を有する情報処理方法。
【０２１５】
（付記１－１５）
　特定情報を動的に表示する特定情報表示部と、
　前記特定情報に対応付けられた決済情報を取得する決済情報取得部と、
　前記特定情報と、当該特定情報に対応付けられた決済情報とをともに表示する決済情報
表示部と、を有する情報処理装置。
【０２１６】
（付記２－１）
　情報処理装置に、、
　特定情報を取得するステップと、
　前記特定情報を動的に表示するステップと、
　前記特定情報に対応付けられた商品情報を、１以上の商取引サービスから取得するステ
ップと、
　少なくとも１つの前記特定情報と、当該情報に対応付けられた商品情報とをともに表示
するステップと、
を実行させる情報処理プログラム。
【０２１７】
（付記２－２）
　前記特定情報は、前記商取引の対象品を特定するための情報である、付記２－１に記載
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の情報処理プログラム。
【０２１８】
（付記２－３）
　前記商品情報を、仮想的に拡張された視覚情報として表示する、付記２－１または１－
２に記載の情報処理プログラム。
【０２１９】
（付記２－４）
　前記情報処理装置に、
　ユーザの操作に応答して、前記商取引サービスのうち少なくとも１つを選択するステッ
プをさらに実行させる付記２－１から２－３のいずれかに記載の情報処理プログラム。
【０２２０】
（付記２－５）
　前記情報処理装置に、
　前記特定情報の各々の面積に応じて、前記特定情報または前記商品情報の少なくとも一
方の表示態様を決定または変更するステップをさらに実行させる付記２－１から２－４の
いずれか１項に記載の情報処理プログラム。
【０２２１】
（付記２－６）
　前記特定情報のうち、所定値以上の前記面積を有する特定情報のみについて、前記商品
情報を表示する、付記２－５に記載の情報処理プログラム。
【０２２２】
（付記２－７）
　前記特定情報のうち、最大の面積を有する特定情報のみを表示する、または、最大の面
積を有する特定情報のみについて、前記商品情報を表示する、付記２－５に記載の情報処
理プログラム。
【０２２３】
（付記２－８）
　前記特定情報の各々の面積に応じて、表示する前記商品情報の種類を決定または変更す
る、付記２－５に記載の情報処理プログラム。
【０２２４】
（付記２－９）
　前記情報処理装置に、
　前記商品情報の優先度に応じて、前記商品情報の表示態様を決定または変更するステッ
プをさらに実行させる付記２－１から２－８のいずれかに記載の情報処理プログラム。
【０２２５】
（付記２－１０）
　前記情報処理装置に、
　前記商取引サービスの優先度に応じて、前記特定情報または前記商品情報の少なくとも
一方の表示態様を決定または変更するステップをさらに実行させる付記２－１から２－９
のいずれかに記載の情報処理プログラム。
【０２２６】
（付記２－１１）
　前記情報処理装置に、
　前記商品情報に含まれる項目の優先度に応じて、前記商品情報の表示態様を決定または
変更するステップをさらに実行させる付記２－１から２－１０のいずれかに記載の情報処
理プログラム。
【０２２７】
（付記２－１２）
　前記情報処理装置に、
　前記特定情報が取得された場所の位置情報が所定範囲内である場合に、
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　前記特定情報を取得するステップと、
　前記特定情報を動的に表示するステップと、
　前記特定情報に対応付けられた商品情報を、１以上の商取引サービスから取得するステ
ップと、
　少なくとも１つの前記特定情報に前記商品情報を関連付けて表示するステップと、を実
行させる付記２－１から２－１１のいずれかに記載の情報処理プログラム。
【０２２８】
（付記２－１３）
　特定情報を取得するステップと、
　前記特定情報を動的に表示するステップと、
　前記特定情報に対応付けられた商品情報を、１以上の商取引サービスから取得するステ
ップと、
　少なくとも１つの前記特定情報に前記商品情報を関連付けて表示するステップと、を有
する情報処理方法。
【０２２９】
（付記２－１４）
　特定情報を取得する特定情報取得部と、
　前記特定情報を動的に表示する特定情報表示部と、
　前記特定情報に対応付けられた商品情報を、１以上の商取引サービスから取得する商品
情報取得部と、
　少なくとも１つの前記特定情報に前記商品情報を関連付けて表示する商品情報表示部と
、を有する情報処理装置。
【０２３０】
（付記３－１）
　情報処理装置に、
　店舗に対応付けられた特定情報を取得するステップと、
　前記特定情報に対応付けられた付加情報を、仮想的に拡張された視覚情報として表示す
るステップと、を実行させる情報処理プログラム。
【０２３１】
（付記３－２）
　前記特定情報が、商取引における決済用の識別コード、または、ユーザへの特典付与用
の識別コードのいずれか一方である、付記３－１に記載の情報処理プログラム。
【０２３２】
（付記３－３）
　前記付加情報は、ユーザへ付与される特典に関する情報である、付記３－１または３－
２に記載の情報処理プログラム。
【０２３３】
（付記３－４）
　前記特典は、ユーザが引くことができるくじ、ユーザが使用することができるクーポン
、または、ユーザが使用することができるポイントのいずれか一つを含む、付記３－３に
記載の情報処理プログラム。
【０２３４】
（付記３－５）
　前記情報処理装置に、
　前記特典の対象商品を、仮想的に拡張された視覚情報として表示するステップをさらに
実行させる付記３－３または３－４に記載の情報処理プログラム。
【０２３５】
（付記３－６）
　前記情報処理装置に、
　前記店舗における前記特典の対象商品の位置を表示するステップをさらに実行させる付
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記３－５に記載の情報処理プログラム。
【０２３６】
（付記３－７）
　前記情報処理装置に、
　前記店舗において、ユーザが前記特定情報を取得することができる空間的な範囲を設定
するステップをさらに実行させる、付記３－１から３－４のいずれかに記載の情報処理プ
ログラム。
【０２３７】
（付記３－８）
　前記情報処理装置に、
　前記商取引における決済を行うステップをさらに実行させ、
　前記特定情報が、前記商取引における決済用の識別コードである場合、前記決済を行う
前に、前記付加情報を表示する、付記３－２から３－７のいずれかに記載の情報処理プロ
グラム。
【０２３８】
（付記３－９）
　前記情報処理装置に、
　前記商取引における決済を行うステップをさらに実行させ、
　前記特定情報が、前記商取引における決済用の識別コードである場合、前記決済を行っ
た後に、前記付加情報を表示する、付記３－２から３－７のいずれかに記載の情報処理プ
ログラム。
【０２３９】
（付記３－１０）
　所定条件を満たす場合に、前記付加情報を表示する、付記３－１から３－９のいずれか
に記載の情報処理プログラム。
【０２４０】
（付記３－１１）
　前記所定条件は、前記商取引の金額が所定金額以上であることを含む、付記３－１０に
記載の情報処理プログラム。
【０２４１】
（付記３－１２）
　前記所定条件は、所定期間内に前記商取引が行われることを含む、付記３－１０に記載
の情報処理プログラム。
【０２４２】
（付記３－１３）
　前記所定条件は、前記商取引が、特定の商品を含む商取引であることを含む、付記３－
１０に記載の情報処理プログラム。
【０２４３】
（付記３－１４）
　店舗に対応付けられた特定情報を取得するステップと、
　前記特定情報に対応付けられた付加情報を、仮想的に拡張された視覚情報として表示す
るステップと、を有する情報処理方法。
【０２４４】
（付記３－１２）
　店舗に対応付けられた特定情報を取得する特定情報取得部と、
　前記特定情報に対応付けられた付加情報を、仮想的に拡張された視覚情報として表示す
る付加情報表示部と、を有する情報処理装置。
【符号の説明】
【０２４５】
　１…通信システム、１１０…サーバ、１１０Ａ，１１０Ｂ…サーバ、１２０…端末、１
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２０Ａ～１２０Ｃ…端末、１３０…ネットワーク、１４０…外部サーバ、２００…情報処
理装置、２０１…プロセッサ、２０２…メモリ、２０３…ストレージ、２０４…入出力イ
ンタフェース（入出力Ｉ／Ｆ）、２０５…通信インタフェース（通信Ｉ／Ｆ）、３１３…
制御部、３１４…記憶部、３１５…決済管理部、３１６…口座管理部、３１７…入出金管
理部、３１８…表示管理部、３２３…制御部、３２４…記憶部、３２５…情報管理部、３
２６…注文処理部、３２７…指示処理部、３２８…表示処理部、４２６…出品処理部、６
００ａ～６００ｃ…関連サーバ、６１０…決済システム、７００ｅ～７００ｇ…関連サー
バ、７１０…商取引システム、Ａ～Ｃ…決済サービス、ＣＰＵ…中央処理装置、Ｅ～Ｇ…
商取引サービス、Ｇａ～Ｇｃ…商品、Ｋａ～Ｋｃ…決済情報、ＱＲａ～ＱＲｃ…識別コー
ド、Ｓａ～Ｓｃ…商品情報、Ｘ…ユーザ情報、Ｙ…店舗情報、Ｚ…各種情報。

【図１】 【図２】
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